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───────────────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（奥山幸子君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は13名で定足数に達しております。 

  よって、令和２年第一回八丈町議会定例会３日目は成立いたしました。 

  これより開会いたします。 

  議案説明のため町長、副町長、教育長、監査委員、各課長及び職員の出席を求め、議事公

開の原則に基づき傍聴人、報道関係者の入場も許可してございます。 

（午前 ９時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（奥山幸子君） これより会議に入ります。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（奥山幸子君） 日程第１、会議録署名議員に、４番、５番議員を指名いたします。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１２号の質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、２日目からの継続といたしまして、日程第２、議案第12

号 令和２年度八丈町一般会計予算の審議をいたします。 

  それでは、91ページの土木費から101ページ消防費までの質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、消防費までの質疑を終結いたします。 

  続いて、101ページの教育費から120ページ予備費までの質疑をお受けいたします。 

  １番。 

○１番（宮崎陽子君） 120ページの予備費についてお尋ねさせていただきます。 

  一般会計の予備費の使用などに伴う地方負担の対応ということで、総務省自治財政局財政

課より各都道府県町村担当者の方宛てに事務連絡が、令和２年２月14日に通知されていると

思います。 

  今回政府は、新型コロナウイルスの感染症に関する緊急対応策ということで、今回の予備

費の使用によって追加されるものが３つございます。１つ目は保健衛生施設などの整備補助
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事業ですね。もう一つは感染症医療費負担事業、そして最後は疾病予防などの対策事業費、

この３つの分野が今回の予備費の中で追加されるということを聞いておりますが、まずはそ

このご説明をいただければと思います。 

○議長（奥山幸子君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） 宮崎議員のご質問でございますけれども、確かにコロナが

発生いたしまして、我々のほうにもいろいろと国から地方財政が、財政負担が増加している

ということで、いろんな支援策ということで通知が参っております。宮崎議員おっしゃった

こともそうなんですけれども、その後も続々と通知をいただいてございまして、まだまだ

我々読み込むことができておりません。 

  そういった中で、今我々としましては、学校休校に伴いますとびっこクラブ、学童クラブ

というんですか、そちらの関係する職員の人件費が上がったり、また学校給食の関係で、学

校給食センターの運営に係る費用とか、そういったものがこれから我々の負担になってくる

のかなと思ってございます。そういったことについては、これからの通知を十分精査させて

いただきまして、今後補正予算、最終の専決になるかもですけれども、そういった形で対応

させていただきたいというふうに考えてございます。 

○議長（奥山幸子君） １番。 

○１番（宮崎陽子君） ありがとうございます。 

  令和元年度の当初予算を活用して実施される保健衛生施設等の整備事業費補助事業などは、

緊急対応策に今回基づき実施される内容ということになっておりまして、地方負担額の80％

を特別交付税によりシャクチするという内容にもなっているそうです。それは令和２年度に

シャクチを公示するということでご留意いただきたいという内容になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） 答弁はよろしいですか。 

○１番（宮崎陽子君） はい。以上です。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  13番。 

○１３番（浅沼憲春君） 106ページの教育振興費のことで、この中にあります、今コロナで

オリンピック・パラリンピックの開催も、延期か中止かということで問題になっております

が、分かる範囲で結構なので、聖火リレーの内容とか、もし走る方とかなんか、そういうこ

とが分かる範囲でお答えお願いします。 
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○議長（奥山幸子君） 教育課主幹。 

○産業観光課主幹兼教育課主幹（笹本博仁君） 昨年の12月から同じような回答で大変申し訳

なく思っておりますけれども、現在聞いているところでは、島嶼地域の詳細な公表は今月の

末というふうに伺ってございますので、その通知が来ましたら、最終議会等では公表できる

かなというふうには思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（奥山幸子君） 13番。 

○１３番（浅沼憲春君） 公表ということは、どういう形で町民とか私どもに伝わるか、そこ

だけ教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 主幹。 

○産業観光課主幹兼教育課主幹（笹本博仁君） 公表されましたら、やはり順次準備を進めた

いと思っております。特に今、応援する方の自粛要請もありますので、どのような形で東京

都のほうから指示があるかというところを待ちながら、当然７月17日ということで、コロナ

ウイルスの関係がある程度収まっている状況でしたら、学校の関係の生徒の導入も必要だと

思っておりますし、住民の方にも十分周知をして盛り上げていただきたいなというふうに考

えております。 

  以上です。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ５番。 

○５番（沖山恵子君） ページで言いますと、小学校費、中学校費で104ページ以降というこ

とで、コロナ対策についてお伺いしたいんですけれども、今、学校を休んでいまして、親御

さんの話を聞きますと、妻の有給はもうないですと。夫の有休が取れたらそれで何とかとい

う話も聞くんですけれども、現実、今学校がどのような状況になっているのか。お子さんた

ちはずっとご家庭にいるのか、またもう２週間以上たちましたけれども、教育委員会また教

育課として何か対策を講じる予定はあるのかないのか、その辺をお聞かせください。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） 学校の休校等につきましては、先日議会でお答えしたところから

ほぼ変わりはございません。学校のほうで、各学校によってまちまちなんですけれども、教

員が各家庭を家庭訪問して、それで様子を伺ったりだとか、連絡事項をお伝えしているよう

な、そういった形を取っております。 
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  学校はお休みしておりますので、あとがじゅまる広場も、この前お話ししたとおりお休み

というところなので、そこのところの受入れというのは行ってはいないんですけれども、と

びっこクラブという親御さんが就労している方、そちらのお子さんにつきましては、午後か

ら時間をふだんよりも延長してお預かりをしているというところでございます。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 家庭訪問ということなんですけれども、家庭訪問も親御さんによって

は、先生来るとそれなりにお家片さなきゃいけないし、大変なんですよねということも聞い

ているんですけれども、例えば親御さんが言うには、子供連れて学校行っちゃいけないのみ

たいな話もあったんですけれども、そういうのは駄目なんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） それをいたしますと、結局学校を休みにした意味がなくなります

ので、当然その親御さん２人で来られても学校を開放するということはございません。 

  あと、家庭訪問なんですけれども、教員のほうには、まず玄関先で対応する。マスクを着

用してそういった対応をするようにということで周知しておりますので、ご家庭の中にお邪

魔するようなことはございません。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 分かりました。 

  ただ、さっき学校休みにしているのに親子連れで来られたら意味がないというのは、また

集団とは違うので、お二人と先生とで対応するということでしたらばあまり変わらないかな

と思うので、もし今後柔軟な対応が可能でしたらば、子供さんもずっと家にいると大変だと

思うんですね。子供が外で遊んでいると、校長先生のところに住民から電話が行くと。おま

えのところの学校の生徒は外にいるぞと。家にいるように注意しろという連絡が行くそうな

んですね。ずっと家にいるのも大変でしょうから、たまには外の空気を吸うために、家庭訪

問のときに外に出るというのも親と一緒ですし、一つのあれじゃないかなと思います。 

  あとすみません、あともう一個別の質問です。 

  今、有給の話をしましたけれども、町役場の中でやっぱりお子さんが小学生という方もい

らっしゃると思うんですけれども、有休を取って休んでいる方がいらっしゃるのかどうなの

か、そのことに対する業務の影響はどうなのか、有休を使い切った場合にはもっと休んでい

いのか。例えば役場の職員さんですと、いっぱい休むと次のボーナスに査定が響くとか、い

ろいろ決まり上はあると思うんですけれども、その辺の対応がどうなっているのか教えてく
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ださい。 

○議長（奥山幸子君） 総務課長。 

○総務課長（奥山 拓君） 今のところ、こちらのほうで把握していますのは、そのような相

談は来ています。でも実際に、それぞれの有給休暇に関しては、まだ取得はしていないと思

っております。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 実際そういうことが起こった場合にはどうなるんでしょうか。 

  今、取りあえず今月休みということですけれども、例えばコロナが将来的に、もう一回島

に入りましたとなったら、学校お休みになるかもしれないですよね。その場合は、またお子

さんが小さい方は仕事休まなくちゃいけないとか、いろいろあるかと思うんですけれども、

役場として、役場の職員、公務員さんですけれども、島のサラリーマンの見本みたいな形と

してどのような対応をなさる予定なのか、その辺のところを教えていただきたいです。 

○議長（奥山幸子君） 総務課長。 

○総務課長（奥山 拓君） 今のところ人事院のほうからもそういう通知が来ておりまして、

そのときには恐らくは特別休暇のような扱いになっていくのかなと思います。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 分かりました。 

  今来ているんだけれども、実際休んだ方はいないということで、ぜひ休ませてあげてほし

いなと、個人的には思います。特別休暇の場合には、休暇なので、ボーナスとかそういう査

定には全く関係ないということでよろしいわけですよね。了解しました。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ４番。 

○４番（山本忠志君） 今の５番議員の質問とも絡むんですけれども、子供たちが今、臨時休

校で家庭で過ごしているわけですけれども、何かかわいそうだなというのが一つありまして

ね。せっかくのこういう機会ですので、ぜひ時間を有効に使って、魚釣りに行くとか、ある

いは植物の観察に行くとか、なかなか日常は行かれないような島ならではの過ごし方があっ

てもいいんじゃないかなというふうに思うんですね。 

  今、多分、子供たちは何をしているかと。学校の指示はこうですよ。授業が行われている

時間帯は家で過ごしなさいと。放課後の時間帯になったら有効に使いなさいと。こういうや

り方が、これが実態だと思う。それは真面目な子はきちんと問題集とかやるかも、ネットで
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も配信されていますからね、学習教材が。そういうやり方もあるでしょうけれども、大抵の

子がゲームやりますよ、家の中にいろというんだから。読書するぐらいだったらまだいいほ

うで、その辺のところのちょっとファジーな扱い方というか、おおらかな使い方というか、

あってもいいと思うんですけれども、町のほうとしてはどうですか。そういう相談には乗っ

ておられますか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） 直接、教育委員会にそういったような、今のところ問合せはござ

いません。教育委員会としても、例えば習い事とかをしているお子さんがいると思うんです。

塾に行ったりとか、ほかのピアノをやったりとか、踊りをやったりとか、いろいろあると思

うんですけれども、そういったところまでは制限していませんので、そういったところで発

散していただければよろしいかなと思っています。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

○４番（山本忠志君） いいです。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 116ページなんですけれども、古文書の関係です。広報なんかで、古

文書の収集をお持ちの方はということで、呼びかけを行っていらっしゃると思うんですが、

今の収集状況というか、どんな感じですか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） 古文書につきましては、駒澤大学と今、委託契約を結んで作業を

進めているところでございますが、２月19日から21日の間、駒澤大学の教授の方が八丈にお

越しになりました。そこで、広報で募集をかけているんですけれども、そちらではまだ１件

も、私が公文書を持っていますよというような、そういった報告はございません。 

  こちらで恐らくお持ちであろうというところの、まず八丈支庁、あと民間と業者を交えま

して４件ございますので、その５件についてご協力をお願いしまして、それで現状調査、実

際どんなものを持ちかというところを一度確認をさせていただいております。この中の民間

の１件につきましては、東京都の公文書館に預けている、寄託している分と、あと本人がま

だ手元にお持ちの分、その分に関しまして、写真撮影等の許可をいただきましたので、今後

そちらのほうは進めていきたいと思います。あとは、八丈支庁のほうはそのまま写真撮影等

も了解していただけていますので、その辺りも併せて進めていきたいというところでござい
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ます。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） なかなかいい資料が集まっているということを聞いていて安心してい

るんですけれども、ほかの島にも八丈の資料があるようなんですが、ほかの島のほうには声

をかけていらっしゃいますか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） ほかの島がお持ちになっているというのは私も全然気づきません

でしたので、この後、今後ほかの伊豆諸島、小笠原諸島を含めて連絡して、あるかどうかと

いうのを確認したいと思います。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

○９番（岩﨑由美君） はい。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ２番。 

○２番（淺沼隆章君） 114ページと115ページにまたがっていますけれども、青少年対策費の

ところなんですけれども、昨日の会議のときに説明で、山梨の体験がなくなったというお話

があったと思うんですけれども、これはコロナの関係なのか、また別な理由でなくなったの

か、もう一度、すみませんがお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） まずは山梨から受入れ、受入れのほうはそのまま行う予定です。

これは東京オリンピック・パラリンピック、その開催があるというところで、子供たち、

小・中学生が観戦機会をというところで東京都から与えられましたので、それの関係でござ

います。 

  大体７月の下旬には木島平の児童・生徒さんが、小学生の方が八丈のほうにまずお越しに

なり、その後すぐに、今度は山梨の中学生がこちらのほうにお越しになります。それが１週

間から１週間半ぐらいあります。その後お盆になりまして、逆にその後に私どものほうから

山梨のほうに訪問させていただくという、そういったところでほとんど夏休みが終わってし

まうような形になりますので、そこの最後の辺りにオリ・パラの観戦というのが入ってきま

したので、現実的に難しいというところで、今年度におきましては中止をさせていただいた

ところでございます。 

○議長（奥山幸子君） いいですか。ほかに。 
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  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 先ほどのページの次の下のところの117で、歴民の関係ですけれども、

私も委員なので大体分かってはいるんですが、今の進行状況と、それから支庁を借りている

期間というのがあると思いますけれども、その中で収まるのかと、今年度については大体分

かるんですけれども、どんな形か教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） まず今年度は、保存活用計画を策定、つくっております。そのつ

くる過程の中で、歴史民俗資料館の耐震診断というものをその活用計画に盛り込むべきだと

いう話が出て、それは委託している業者さんからの話だったんですけれども、もっと言えば、

本来でしたら耐震診断をやった後に活用計画をつくるというのが本来の手順だということで

ございます。そういったこともありまして、来年度、耐震診断補強検討委託料というのをこ

ちらに組んでございます。 

  それと併せまして、展示のまずコンセプト、基本設計に当たる部分、その部分が必要であ

り、その後に実施設計、そして展示というふうなところに向かわないとというところもご指

摘がありましたので、そこも新しく増えた作業でございます。これは全て活用計画をつくっ

ている中で、業者さんからいろいろ指導を仰ぎまして分かったようなことになりますので、

そういたしますと、当初の予定より建築、新しいリニューアル開館というのが遅れていくの

かなというところでございます。 

  支庁の展示ホールなんですけれども、そちらのほうも一応延期になると思いますので、今

度のまた５月、例年行っている要望活動の中で、支庁さんのほうの展示ホールをもうちょっ

と延期してお借りしたいというところを要望したいと思います。それは議長も一緒に行かれ

ると思いますので、議会と町とともに協力し合ってお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） やはり将来に残るというか、大事な施設なので、慌てることなくいい

ものを造っていただければなと。教育課のほうはなかなか予算が、大きい予算を扱うので大

変だと思いますけれども、これはよろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ５番。 

○５番（沖山恵子君） 116ページの大里の玉石垣の保存事業の補助金なんですけれども、大
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里地区無電柱化で工事が始まるようなことも聞いていますけれども、そういう工事とこの玉

石垣の造り直しとの関係はどのようになっているんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） この大里の玉石垣は、都道の、今度無電柱化で拡張があるんです

が、ちょうど私どもがこの玉石の保存のそういったところに補助金を出しているんですけれ

ども、それを出しているのは、こちらから坂上のほうの横間のほうに向かって道路左側のほ

うになります。今回は、東京都のほうでは右側に道路を拡張するということになりますね。

左側には全く影響がないということでございます。 

  ただ、１か所だけ車の待避所、擦れ違えるようなというところで造りたいというお話が来

ております。それは工期的に、玉石の道路の整備する一番最後の年度になりますので、かな

り先になると思いますけれども、その部分に関しては、そのときに左側に車１台分ぐらいを

セットバックというんですか、中に入り込むような形で整備を進めるということで、それは

東京都のほうで行います。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 横間に向かってどっちですか、左側ですか。結構上のほうまで行って

いるというような気がするんですけれども、今あるのを積み替えるんでしょうか。また新し

く先に延ばすということになるんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） 玉石につきましては、全て今ある場所のところを積み替えるとい

う作業になります。それで、東京都が拡張している部分は、先ほど申しましたように道路右

側なので、左側のほうは全く手をつけない。１か所だけ待避所を造るためにというところで、

そこは今積んである場所を壊してさらに積み替えるということです。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 104とか106のところで臨床心理士の謝礼というところがあると思うん

ですが、学校の子供たちを取り巻く環境は、今回のようなこともあっていろいろ複雑化して

いると思うんですが、具体的には子供たちの診療、心理をしているんですよね。この件数と

いうのは年々増えているのか、いつも毎年、教育の報告書の中でもそれは出てきていると思

うんですが、数じゃなくて傾向でいいので教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 
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○教育課長（高橋太志君） そうですね、こちらのほうは年々増えてきております。来る回数

も限られていますので、そこの中で行うというところで、結構いっぱいいっぱいでやってい

るような、そういった状況でございます。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） やはり子供の心理というか、それは家庭の問題も多分関わってくると

思うんですけれども、その保護者へのケアとか、そういうのというのは教育課ではやってい

らっしゃいますか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） そうですね、保護者のほうのケアも学校を通してやっております。 

○議長（奥山幸子君） ６番。 

○６番（菊池 良君） 今、学校開放等じゃなくて、夜間開放で公民館、あるいは各学校の体

育館等を今までやってきたと思うんですが、今回のコロナの関係で、そういったものについ

て、今現状どういう形にしているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） まず、教育課所管の施設なんですけれども、小学校の体育館は当

初、夜間開放しておりました。しかし、とびっこクラブ、日中使うというところで、その消

毒等がなかなか難しいというところで、小学校の体育館については一般開放をやめました。 

  それと、あとおじゃれホール、おじゃれホールなんですけれども、おじゃれホールは機械

的に換気を行っているんですけれども、一遍に中の空気を入れ換えるというのは、瞬時に入

れ換えるというのはなかなかできないというところで、それは窓を開けてというところにな

るんですけれども、窓があそこにはありませんので、この３月、本番予約は全てキャンセル

になったんですけれども、練習で使いたいということが３件入ってございました。そちらに

ついてはおじゃれを閉鎖してお断りをしたところでございます。ほかの施設につきましては

そのまま実施しております。 

○議長（奥山幸子君） ６番。 

○６番（菊池 良君） 学校の休校をしている状態で、今例えば公民館等がいろんなサークル

とか、そういった形もやっているところがまだ多いと思うんですよね。その辺についてはそ

のままやらせているということですね。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） そうです。そのまま実施しております。 
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○議長（奥山幸子君） ６番。 

○６番（菊池 良君） 今、そういう状況で集中して、国の指示もあったんでしょうけれども、

集中してやっている、閉鎖とかその辺もやっているところなので、あまり神経質になるとい

うのもちょっとどうかなという気もするんですけれども、ただ、クラスターの発生状況を見

たりすると、全国の、例えば何々卓球サークルとかバレーボールとか、そういうところも結

構出ていますよね。 

  ですから、状況を見てその辺の判断をきちんとされたほうが、出てからではもう遅いと思

いますし、例えばそういった夜のサークルみたいなものに行っている方が感染して、逆に家

でお子さんのほうにうつったりとか、そういうことも考えられますので、その辺はちょっと

慎重に検討していただければと思うんですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 

○教育課長（高橋太志君） 教育課に限らず、町ではこのコロナの対策について総務課中心に、

定期的ではないですけれども、もう既に３回か４回ぐらい会議を開いて、その中で町として

の方針というのを打ち出しています。ですので、教育課のそういった施設におきましても、

頻繁に行っている会議の中で検討していきたいと思います。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

○６番（菊池 良君） はい、分かりました。 

○議長（奥山幸子君） ほかに。 

  １番。 

○１番（宮崎陽子君） 106ページの教育振興費の中で、オリンピック・パラリンピック推進

事業の講師謝礼と、この中のつながりの話なんですけれども、毎回、私個人的にも大中など

で、こういった元オリンピック選手の講義など行われているときに見学に伺わせていただい

ているんですけれども、その中で、前回は元Ｊリーガーの大竹選手などもお越しいただきま

して、子供たちが本当、大変喜んでいて、貴重な元Ｊリーガーの選手から直接ご指導いただ

けるという、本当にとてもいい事業だなと思って見ていたんですけれども、ただちょっと１

つ残念だと思ったのは、一般の方が、見に来ている方が全くいらっしゃらなかったというか、

保護者の方にはもちろん通知されていることだとは思うんですけれども、とても貴重な機会

だと思いますので、このような情報の発信の仕方ということについてちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○議長（奥山幸子君） 教育課長。 
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○教育課長（高橋太志君） 議員おっしゃるとおり、保護者には通知を出しております。なか

なか今回に限らず、学校の授業参観とかそういったものにおきましても、なかなか保護者の

方が学校に足を運んでくれないというのが課題かなというところでございます。周知はして

おるんですけれども、その辺りが今後の課題というところになっております。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第２、議案第12号 令和２年度八丈町一

般会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、日程第３、議案第13号 令和２年度八丈町介護保険特別

会計予算を上程いたします。 

  説明、福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 皆さん、おはようございます。 

  書類番号の12をお願いいたします。 

  まず、１ページをお願いいたします。 

  議案第13号 令和２年度八丈町介護保険特別会計予算。 

  令和２年度八丈町の介護保険特別会計の予算は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億7,175万1,000円と定める。 

（「文言省略」の声あり） 

○福祉健康課長（奥山 勉君） ありがとうございます。 
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  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款保険料につきましては、介護保険事業計画により３年に１度の保険料の改定を行って

おります。現在は第７期計画として、平成30年、31年、令和２年度、この３年間です。前回

より算定の基準額を月額で189円上げて5,885円に設定し、この基準額を基に保険料を算定し

ております。 

  令和２年度につきましては、低所得者に対する介護保険料の段階的な軽減措置の完全実施

の年として、保険料率を前年度より第１段階で0.075、第２段階0.125、第３段階0.025減す

ることとされ、平成31年度の当初比較で1,243万4,000円減の１億9,115万6,000円で計上をし

てございます。 

  なお、当初予算説明のとき、介護保険法の施行令の改正に伴う条例の改正をこの３月の定

例会に上程予定とお話をしましたけれども、いまだ審議中で、政令の公布日が2020年の３月

最終日までずれ込む見込みとのことでございますので、専決処分で対応をさせていただきた

いと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

  また、令和２年度の65歳以上の被保険者数は年度末で2,950名を見込んでおります。 

  次に、２款分担金及び負担金３万3,000円ですが、こちらは青ヶ島村さんの方の介護認定

を受けておりまして、その委託金でございます。 

  ３款の使用料、手数料については科目設定でございます。 

  ９ページに移りまして、４款国庫支出金です。本年度予算は前年度より804万6,000円増の

２億5,639万9,000円でございます。国庫負担金につきましては、歳出の中の保険給付費に対

する国の負担割合から計上しております。国庫補助金の調整交付金につきましては、65歳以

上の高齢者の割合や第１号被保険者の方の所得段階の格差による保険料の不均衡を是正する

ために交付されるものです。その下の地域支援事業交付金は、介護予防事業や地域包括支援

センターの委託費に係る補助金となります。 

  10ページをお願いいたします。 

  ５款支払基金交付金です。本年度予算は前年度より791万6,000円増の２億6,936万1,000円

でございます。介護給付費交付金は、国同様に保険給付費に対する負担割合から算出をして

おります。 

  続きまして、６款都支出金です。本年度予算は前年度より487万1,000円増の１億5,098万



－１８５－ 

円でございます。都負担金につきましては、歳出の中の保険給付費に対する都の負担割合か

ら計上しております。 

  11ページをお願いします。 

  補助金の地域支援事業交付金は、国庫補助金同様に介護予防事業や地域包括支援センター

の委託費に係る補助金となります。 

  次に、７款財産収入ですが、科目設定でございます。 

  続きまして、８款繰入金です。本年度予算は前年度より2,488万円増の２億379万8,000円

でございます。 

  12ページをお願いいたします。 

  １項一般会計繰入金の１目介護給付費繰入金につきましては、国や都と同様に負担割合が

決まっております。負担割合は保険給付費の12.5％で、前年度より339万7,000円増の１億

1,964万3,000円でございます。 

  ３目その他一般会計繰入金につきましては、職員の給与や介護保険システムに要する経費、

介護認定調査に関する費用として繰り入れるものです。 

  その下の４目低所得者保険料軽減繰入金につきましては、先ほど介護保険料の軽減のお話

をしましたが、その軽減分を繰り入れるものです。この繰入金には、国と都からの補助金分

も含まれておりまして、軽減分の負担割合は国が２分の１、都と町が４分の１となります。 

  続きまして、９款繰越金ですが、こちらは科目設定でございます。 

  13ページに移りまして、10款諸収入です。 

  ３項雑入につきましては、主に介護予防・日常生活総合事業の利用者負担金になります。 

  14ページをお願いします。 

  以上、歳入合計、本年度10億7,175万1,000円、前年度10億3,847万2,000円、前年度比較で

3,327万9,000円の増。 

  次、15ページをお願いいたします。 

  こちらから歳出でございます。 

  １款総務費につきましては、前年度より381万6,000円増の4,743万円でございます。 

  １項総務管理費は、職員人件費や介護保険システムに要する費用が主なものです。 

  16ページに移りまして、２項介護認定審査会費は、介護認定調査等に要する経費になりま

す。 

  次の３項趣旨普及費、17ページに移りまして４項の運営協議会費は前年度並みでございま
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す。 

  続きまして、その下、２款保険給付費になります。前年度より2,718万2,000円増の９億

5,714万5,000円と大きく伸びてございます。こちらにつきましては、要介護者の認定者数が

増加傾向にあるため、サービス利用の増加の見込み、また主なものとしては2019年の10月か

らの消費税の増税に伴う介護報酬改定の伸びにより、１項介護サービス等諸費、また18ペー

ジに移りまして、要支援１から２の認定を受けた方のサービス給付費になる２項の介護予防

サービス等諸費が伸びてございます。 

  19ページに移りまして、３項その他諸費の審査支払手数料につきましては、国保連合会に

介護給付費の請求書の支払い審査業務を委託しているものです。 

  20ページをお願いいたします。 

  ４項高額介護サービス等費、５項高額医療合算介護サービス等費とは、利用者世帯の所得

によりまして負担限度額が設定されており、介護サービスに対する自己負担分並びに各医療

保険と介護保険の自己負担額合計がその超えた分を利用者に戻すものでございます。 

  ６項特定入所者介護サービス等費は、5,472万8,000円とほぼ前年度並みでございます。こ

ちらは施設介護サービス利用の非課税者の方に対しまして食費や居室代の補助を行うもので

すが、八丈町では利用者の約９割以上がサービスの対象者となってございます。 

  21ページに移りまして、３款財政安定化基金拠出金、４款基金積立金につきましては科目

設定でございます。 

  なお、現在の基金積立金の保有額、こちらが1,553万277円となってございます。 

  その下、５款地域支援事業費です。前年度より228万8,000円増の6,653万7,000円でござい

ます。 

  １項介護予防・日常生活総合事業費は、要支援１から２の方の訪問、通所を利用した際の

費用等になります。 

  22ページをお願いいたします。 

  ２項一般介護予防事業費につきましては前年度並みでございます。令和２年度につきまし

ても自立支援、重度化防止の一環として、各地域において介護予防の普及啓発に努めてまい

ります。 

  その下、３項包括的支援事業・任意事業につきましては、前年度より106万9,000円増の

2,605万6,000円でございます。令和２年度につきましては、こちらのほうでは認知症サポー

ター講座を実施し、島内における理解等の啓発に努めてまいります。 
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  23ページをお願いします。 

  ４項その他諸費の審査支払手数料につきまして、こちらは総合事業の支払い業務を国保連

に委託しているものでございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  ６款諸支出金につきましてはほぼ前年度並みでございます。 

  以上、歳出合計、本年度10億7,175万1,000円、前年度10億3,847万2,000円、前年度比較で

3,327万9,000円の増。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ５番。 

○５番（沖山恵子君） ２年度は介護保険のいろんな制度の改正の年だと思うんですけれども、

先ほどは何かいろんなことが決まらないので専決でやらせてほしいとおっしゃっていました

けれども、それはその改正のことなのか、違うことなのか。また、改正点について、大まか

に分かることがあればご報告ください。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 私のほうで先ほど申し上げたのが、低所得者に対する介護保

険料、こちらの段階的な軽減措置というのが実は以前から行われておりまして、まず最初に、

第１段階といいますと生活保護の世帯が主なんですが、こちらが平成27年に第１段階の方の

み保険料率をマイナスの0.05減しなさいということで、そこは行っております。 

  今年度が、こちらがまた平成30年度に行うということで、平成30年度では、こちらをまず

第１段階は0.075を減しなさいと。平成30年度からは第２段階、第３段階につきましても減

をしなさいということで、第２段階の場合で0.125減しました。第３段階の世帯で0.025減を

してございます。 

  令和２年度につきましても、平成31年度、今年度減した率、同じ率を令和２年度でも減し

なさいということで、今それが国会のほうで、最終まで公布がずれるという見込みというこ

とでの国からの指示が来ましたので、３月の定例会のほうでは上程ができなかったので、専

決処分でお願いしたいというところでございます。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 介護保険料の減額の件については分かりました。大本の介護保険のい
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ろんな決まり、例えば２割負担が３割負担になるとか、いろんなことが話されましたが、結

果的に行われること、行われないこと、いろいろあるかと思うんですけれども、令和２年度

の介護保険のそういう制度的な改正点がありましたら教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今、国のほうでいろいろ審議されている話だと思うんですが、

まだ直接私どものほうに、令和２年度でのこういった制度の改正をしなさいというところは

来ておりません。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 今の件は分かりました。 

  あと別件で、包括支援センター委託料、23ページです。昨年度から町と養和会さんとのほ

うで包括支援センターを共同でやっているかと思うんですけれども、来年度の見込みですと

か、最初のうちは町のほうで全部やりたいけれども、人員が集まらないので委託を変わらず

お願いしますということで聞いていたんですけれども、来年度の方向性及び人員の確保につ

いてどうなっているか教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今年度、養和会さんのほうに委託をしている地域包括支援セ

ンター、従来ずっとやっていただいた部分と、うちのほうでの八丈町役場地域包括支援セン

ターということで、２つのところで関わりを持っているんですが、やはり今まで長くやって

きていただいた部分もかなりございますので、実際高齢者の方々がかなり養和会さんのほう

の地域包括支援センターとのつながりが強い部分はございます。 

  ただ、新たにいろいろな問題というか課題が出て、福祉の部分の相談をしたいといったと

ころは、正直、今まではうちのほうに連絡が来ても、うちのほうから養和会、委託先の地域

包括支援センターのほうに連絡をしていたんですが、今は、現在は直接町の職員で包括支援

センター担当の者が直接お話をお伺いする。そうしたその中で、うちのほうから、これは養

和会さんと共同でやっていこうという場合と、うちだけで対応できるものと、あとは直接、

本当に専門的な知識がここは必要じゃないかといった場合は、そうしたときには養和会さん

のほうにもお声がけをして、共にやっているということです。 

  一応、週１回、定期的に会議、打合せ等は行っておりますが、新たな案件が出た場合には、

その都度すぐにコア会議という、そういった大事な重要な会議や、専門職を交えて保健所の

保健師さんにも入ってもらったりしながら、そこで行っているというところでございます。 
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○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） すみません、さっきも聞きましたが、人員の状況と今後の予定は。ず

っと共同でやるのか、町が全部やるのか、その辺の見通しはいかがですか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今のところは、以前の地域包括支援センターというのは、第

１号の介護予防支援事業として、ケアプランとか総合的な相談業務、あとは継続的なケアマ

ネジメント、こういった部分が主だったんですが、現在は国のほうから、そのほかに包括的

な支援事業、社会保障充実分として、例えば認知症の総合支援とか、あと地域ケア会議の推

進とか、あと在宅医療、また家族介護の支援事業とか、そういったものも行ってくださいと

いう部分が来ていますので、そこを委託先の包括支援センターさんとこの間もお話合いをし

まして、仕事の振り分け、内訳を分けています。従来行っていただいたものは従来どおりや

っていただく。新たな認知症とかそういった部分、人権擁護の部分とか、そういった部分は

うちのほうで担当していくということで、これがあと何年と詳しくは言えないんですが、で

きれば２つの事業所で当分、しばらくの間はやっていきたいというところでございます。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 分かりました。しばらくは現状の対策で、役場の方は相談業務を中心

にいろいろやっていただいているということですね。 

  今、認知症という言葉が出たのでお伺いしたいのですが、例えば今、コロナもありますけ

れども、そうするとお年寄り、家に籠もりがちですよね。施設の中でもあまり近づいて会話

しないとか何か、いろいろ多分あったりもすると思うんですけれども、やはり人との関わり

が減ってくると認知症が進んだりするとも思うんですけれども、町として認知症のサポータ

ーではなくて、お年寄りが認知症にならないためにどんな施策をしているのか、どんなこと

が予定されているのか、その辺をお聞かせ願いたいんですが。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 実際、今現在は、こちらは東京都さんのほうにあります認知

症の専門のセンターがございます。そちらのほうといろいろ検討しながら、今後どういった

ことをやっていくかというところもあるんですが、実は実際認知症の部分なんですが、専門

の先生がちょっと八丈にはいらっしゃらないんですね。今現在、正直、認知症の関係とか出

てくると、大体精神科の先生のほうに見ていただいたりしている部分もございますので、そ

の辺も含めて、今後、人の話になってしまうんですが、今後町として、じゃ東京都さんのほ



－１９０－ 

うからサポートしていただけるのか、認知症の専門をですね。そういった部分も含めて要望

等をしながら検討してまいりたいと考えております。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） 専門的な部分では、東京都からのサポートですとか、専門医の先生を

例えば臨時で来ていただくとか考えられると思うんですけれども、具体的に、例えばこんな

体操をしましょうとかとやっている町もあるわけですよね。そのような、お年寄り向けに認

知症にならないための講座みたいなのは、実際にやっているのかどうかというようなところ

はいかがでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） そちらのほうは、主なところは老人クラブさんになるんです

が、各地区で毎月定例会というのを行っております。そうした中にうちの保健師さんとかそ

ういった職員が出向いて、高齢者の方も含めてそういった体操等、そういったものは行って

ございます。 

○議長（奥山幸子君） ５番。 

○５番（沖山恵子君） その肝腎の定例会が、コロナでここのところ中止になっているんです

ね。ずっと学校の教育のことでいろいろ質問してきましたけれども、コロナ対策はお年寄り

もかなり迷惑を被っているといいますか、集まるな、定例会は中止になるわというところで

大変なんですね。そうするとやっぱり動かないし、体力も落ちることもあると思うんですけ

れども、例えば、先が見えないと言いますよね。これいつまで続くのか分からないと。そう

すると、やっぱり定例会も１回、２回じゃなくて、３回、４回と中止になっていきますと、

３か月も４か月も集まりがないみたいなこともあるわけですよね。 

  それに対して福祉健康課といいますか、町として何か対策ができるのかできないのか。集

まるなと言われるから大変ではあろうと思うんですけれども、学校の場合は、先生が家庭訪

問していますよということをおっしゃっていますけれども、例えば保健師さんが少人数で集

まってもらってそこに行くとか、ご家庭訪問して聞くとか、何かそのようなことはできたり

しないのか。 

  例えば、お年寄りですから、文書を回すというよりも、ちょっとでも行って、毎日ラジオ

体操しましょうねとか、テレビ体操に合わせてしましょうねとか、例えばそういうことでも

いいと思うんですけれども、何かやらないと、お年寄りのほうも結構大変かなと。巡り巡っ

て、動かないお年寄りが増えると介護保険も大変になってきますので、先手先手に何か対策
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を講じたほうがいいと思うんですけれども、何か考えられるようなことはないんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） ５番議員がおっしゃるように、そういった部分は今後、今後

といいますか、これからうちの職員が出向いて、短時間でもお話をするとか体操をする、そ

ういったところは検討してまいりたいと考えております。 

  ただ、やはり定例会のお話になりましたけれども、高齢者の方とかも重症化するという、

今回のこともありますので、実際私どものほうでもかなりその辺が、やっぱり神経を一番使

うところでして、実際うちで今月に各事業所の代表者の方や主立った方々でケア会議という

のも予定をしていたんですが、やはりその集まった中で、もう島全体の事業者さん、皆さん

集まってくるので、その中で万が一があったら、それを事業所に持って帰ってしまうという

おそれもあるので、今はそれを中止しまして、取りあえずメーリングリストというのを作っ

て、お一人の方のところに参加される方皆さんが登録を、自分のメールアドレスを登録して

いただくと、１か所に流すだけでその登録者全員に流れると。情報の共有という部分は図っ

ておりますので、今後は、今５番議員がおっしゃったように、直接人との接すること、高齢

者の方と接すること、そこについて検討してまいります。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

○５番（沖山恵子君） はい。 

○議長（奥山幸子君） ３番。 

○３番（山下則子君） 今、認知症のことが出たのでお聞きしたいんですけれども、認知症の

介護所というか事業所で、認知症の方が増えない、亡くなる方はいても増えてこないという

ことをお聞きしたんですが、認知症になる方というのはそんなに増えていないということな

んでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今の質問ですが、認知症の方が増えて。 

（山下議員「事務所」の声あり） 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 事業所のほうは、認知症型が今八丈のほうで３か所、３事業

所ございます。ただ、３事業所あるんですが、認知症の度合い、要介護度みたいな感じでい

うと、そこの高い方をこの３事業所全てが受け入れられるかというと、決してそうではない。

軽度の方のみを対応している事業所さんもございます。 

  そうした部分があるので、そういったところでなかなか皆さん、やはり認知症が進んでい
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くんですね、発症しちゃうと。かなりの速度で進む場合もございますので、そうしたときに

は、やはり軽度の認知症の方を採用している事業所については増えないというところだとは

思いますけれども。 

○議長（奥山幸子君） ３番。 

○３番（山下則子君） 例えば高齢者の方とお話ししていて、ちょっと話が変だなと私が思っ

た場合に、それを相談するというのは町役場のそのセンターでいいわけですか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） そうですね。高齢の方とかでお話とかして、確かにそういう

場合はすごいあるんですよ、パターンが。そうしたときには、すぐ私どものほうに連絡いた

だければ、まずは私どもの職員が出向いて対応するというところでございます。その度合い

といいますか、それによってはもう頻繁に、うちの職員が見守りをしていく。それがなおか

つというか、重症していった場合には、やはり専門の先生方に相談をしていく、間に入って

していくというところでございますので、ぜひご連絡をお願いします。 

○議長（奥山幸子君） ３番。 

○３番（山下則子君） すみません、何回も。例えばその方が病院に行きましょうと言った場

合、病院に行かない、私は違うとかと言った場合、町の対応としてはどういう対応をしてく

ださるんでしょう。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） やはりそういった方もかなりいらっしゃいます。ですが、強

制的に連れていくということはまずできません。やはりご本人の意思、これが一番大事だと

考えておりますので、私どもとしては、もう時間をかけてでも病院に行けるようにするか、

もしくは先生に、うちの職員からこういった症状でということでご相談を入れて、じゃどう

いった関わり合いを持っていこうかというのを、認知症にかかわらずいろんなパターンがあ

るんですが、やはり信頼関係、うちの職員が行って１回信頼を損ねちゃうと、ほかの職種で

もあると思うんですけれども、１回ノーになっちゃうと受け入れてくれなくなっちゃうんで

すよ。それが一番怖いことなので、そういった部分を慎重にしながらやっていくということ

でございます。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

  ４番が先なので、４番どうぞ。 

○４番（山本忠志君） すみません、ページ数という指定はないんですけれども、町の今の大
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きな課題の一つに人手不足ということがあると思うんですけれども、昨日は病院長のほうか

ら、医療スタッフの少し明るい話もあったんですけれども、これは保育スタッフもそうです

し、なかなかいろんなところで人材不足というのがあると思うんですけれども、この介護ス

タッフにつきましても似たような傾向があるんじゃないかと思うんですね。 

  介護事業者の方に話を聞きますと、本当に大変なのは休めないと言っていました、代わり

がいないから。それはどういうところに影響するかというと、自分の例えばスキルアップで

すとか資格取得のために上京して何週間か空けるとかいうときに、代わりの人がいないから

なかなかそれもできないということで。もう本当に慢性的になって、それがために、今５番

議員が言っておりますけれども、地域包括のほうとしてもなかなかスタッフが埋まらないと

いうような悪循環になっているんじゃないかと思うんですけれどもね。 

  これは東京都の福祉保健局とかにも実はお願いしたことがございます。なかなか島から上

京して研修を受けたり講座を受けたりすることは難しいので、例えば福祉保健局から人を派

遣してくれないかと。それで島の中で集中して受けたい方を集めてとか、これは島嶼全体に

関わることじゃないかと思うんですけれども、そういった見通しといいますか、課長のほう

で何か考えていることございますか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） やはり４番議員がおっしゃるように、もう人材不足というの

は深刻な問題だと考えております。町の職員もそうなんですが、各事業所の皆様、かなり苦

労されているということも存じております。 

  そうした中で、まず町として何ができるかというと、まず一つは、２年に１回、今行って

おります介護職員の初任者研修等、そういったものをやっているんですが、実は今年度、平

成31年度が２年に１回のこの研修ということで募集をかけたところ、一応参加、受講の申込

みがあったのが９名という部分でございます。やはりこの９名も、今現在事業所で仕事をさ

れている方、資格がないためにということで９名の方が参加いただいているという状況でご

ざいますが、そうした中で、やっぱり人がいないので、町としては池袋のほうでも、これは

企画財政課のほうにもご協力いただいたんですが、各町の中にある事業所名と募集している

職種と連絡先を紙に印刷をしまして、その会場で配っていただいたという経緯もございます。 

  それ以外に、例えば島の中でケアマネさん、これもやっぱり資格必要なんですが、こうい

った方々は更新が出てくるんですね、何年かに一度。そうしたときにも都内で研修、その講

習を受けなくちゃいけないんですが、それが例えば３日間とか５日間連続で行われるもので
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はなくて、例えば毎週日曜日に１回とか、転々となっていくと、その旅費とかそういった部

分でかなり大きな負担になるということもありますので、実際そういった部分があるので、

例えば更新をしないという方もいらっしゃるんですね。 

  そういったところもかなり問題だと思っていますので、私どものほうでは、島嶼で集まっ

て、都庁で年４回ですか、民生部会というようなこともあります。あと都の介護保険課の課

長さんとも、島嶼の担当者との話合いの場もございますので、そういったところでは、島嶼

に関しては、例えばＤＶＤでもその講習を受けられないかとか、そういった要望はずっと出

し続けていると。そうした中で、今は多少、まだ情報程度ではございますけれども、緩和の

ほうに動いているという情報は得ていますけれども、まだ確実なお話ではないというところ

でございます。 

○議長（奥山幸子君） ４番。 

○４番（山本忠志君） 全く同じ情報を私も現場から聞いております。まとめてやればいいも

のを、毎週１回出てきなさいと。何十万もかかると言っていました。ケアマネ取りたいけれ

ども、お金もないし、人はいないしで、これじゃもう閉塞状況でね。 

  これはいつも思うんですけれども、人が足りないから人を呼ぼうとしてもなかなか大変で

すよ、それは。なので、やっぱり島に埋もれている働ける人材を発掘して育成してという、

僕は前身が教育者なので、育てるということも大事な視点ではないかなと思うんですね。 

  今の課長のお話聞いて、すごく勇気づけられた感じがするんですけれども、問題はもう一

つは、財政的な支援も考えてもらえないかなというふうに思うんですけれども、それは現在

何か旅費の補助とか、講習費の何％を持つとかという手当てはなさっているんですか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今現在、そういった事業所の職員の方のスキルアップの部分

での旅費に関しまして、特段町のほうで、私どものほうで補助しているというところはござ

いません。 

○議長（奥山幸子君） ４番。 

○４番（山本忠志君） これは多分そうだろうと思いました。町だってなかなか大変ですから

ね。僕ら町を支える者ですよ、町の高齢者。さっき課長、第１号被保険者2,950名と。7,000

ちょっとの人口の中でおよそ3,000名がこういう状態なわけですよ。そこに予算充当しない

で果たして町はどうなっていくんだろうという、ちょっと配慮も必要じゃないかなと思うん

ですけれども、これは課長に聞くことじゃないかもしれないんですけれども、どのようにお
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考えですか。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 先ほど2,950名見込みということでお話をさせていただきま

したが、やはりもう高齢化、八丈の高齢化率はもう４割に達するという部分でございますの

で、もう今後のこの島の未来像というんですか、企財のほうでも計画を立てておりますけれ

ども、その中にはやはり高齢者に対する部分とか、高齢者の方々のためにお仕事をしている

方々に関しての部分、そこの辺は手厚くしていかなくちゃならないというふうには考えてご

ざいますので、その辺を福祉の部分として、その計画の中にどういうふうに盛り込めるか、

そういったところも検討してまいります。 

○議長（奥山幸子君） １番。 

○１番（宮崎陽子君） ３番、４番、５番議員からの共通テーマということになってしまいま

して、一つお願いしたいことがございます。今、お話の中にもいろいろございまして、やは

り人材不足とか、あと経費の問題とかで、思うように進まないことは多々あると思います。 

  この高齢化社会についての対応策、今後の未来型ビジョンとして、ぜひ町のほうでご検討

いただきたいことを一つ私のほうからお話しさせていただきたいんですけれども、今日、ち

ょっと別件で配られている資料がございまして、これと関連する内容になるかと思うんです

けれども、今デジタルを使った、スマホ１つあれば高齢者のほうの見守りということで、そ

ういった管理ですよね。人がいなくてもデジタルの力で見守りができるという、そういった

制度が無料でできるシステム、どんどん進んでおります。 

  先ほどいろいろお話あった中で、やはり認知症とかそういったものが進んでしまうと徘回

をしてしまって、あと行方不明になる。特に島の場合は、私も知り合いの方とかが何人も行

方不明になって結局は見つからなかったという、そういったちょっと悲しい情報もたくさん

ある中で、今、このデジタル時代だからこそできることというのがあるんですね。 

  なので、それを使わない手はないんじゃないかということで、私のほうからもお伝えした

いことがございまして、以前の課長のほうにも少しお話しさせていただいたかと思うんです

けれども、今、個人情報等の問題もございましていろいろ世知辛い世の中の中、デジタルを

駆使することによって個人情報をＩＤで管理することができるんですね。そうしますとしっ

かりと個人も守られますし、またそういった情報を共有するシステムが構築されていること

で、人手を使わずにデジタルで自動的に情報を管理ができるとともに、例えばある例として、

どこどこのおじいちゃんが行方不明になりましたとなったときに、その前段階で、そのおじ
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いちゃんの持ち物にラベルを貼っておくんですね。ＩＤ管理のシールがあるんですけれども、

バーコードのような。例えばかばんとかノートとか、そういう身につける服とかですよね。

そういったものにシールを貼っておくだけで検索ができるんですね。 

  なので、そういった最先端の技術というのも生かしていくことが、こういった離島で、今

すごく求められていることではないかということで、いろんな場でもそういったご意見が出

ております。なので、詳しい情報とか、私、資料などはご紹介できますので、ご検討いただ

ければという思いと、あと今の、今後の課長の思いといいますか、そういったデジタル化に

ついてのご意見などいただければと思います。 

○議長（奥山幸子君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（奥山 勉君） 今現在は、実は八丈町の中に徘回の高齢者情報ネットワーク

というものがございます。これは町の福祉、あと支庁のほう、警察、消防、そういったとこ

ろである程度、ある程度と言っては失礼ですけれども、認知症がかなり進んだ方、徘回のお

それがある方の、実はこれは個人情報になってしまうと思うんですが、そこはちゃんとしっ

かり守秘義務がございますので、写真入りで住所からお名前、あと緊急時の連絡先、そうい

ったものの入ったものを情報共有しているという部分が現状でございます。 

  何かあった際には、やはりそうした各事業所といいますか、そういった部分で連携をして

探すと。探してご自宅のほうにお連れする、またご家族の方のところにお連れするといった

対応をしているというのが現状でございますが、今、１番議員からおっしゃられたように、

そういった、個人的に、そのＩＤによってそういったものができるということであれば、そ

こはもう十分に検討していくことはいいことだというふうに、かなり有効なものになるので

はないかと考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第３、議案第13号 令和２年度八丈町介

護保険特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

  ここで休憩を取ります。40分まで休憩になります。 

（午前１０時２１分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（奥山幸子君） 休憩を解いて再開いたします。 

（午前１０時４０分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第４、議案第14号 令和２年度八丈町後期高齢者医療特

別会計予算を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） 書類番号12番、黄色の用紙の次になります。 

  議案第14号 令和２年度八丈町後期高齢者医療特別会計予算。 

  令和２年度八丈町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億572万3,000円と定める。 

（「文言省略」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） はい。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  ６ページをお願いいたします。 

  歳入歳出とも項の数値で、主な項目のみ説明申し上げます。また、八丈町は東京都後期高

齢者医療広域連合に加入しており、その制度に基づいての予算案を計上してございます。 

  歳入、１款１項後期高齢者医療保険料7,633万7,000円、727万6,000円の増。２年に１度、

保険料を見直すことになっており、令和２年度は保険料改定予定年度で、保険料を増額して

計上してございます。令和２、３年度は均等割額４万4,100円、プラス800円、所得割率

8.72％、マイナス0.08ポイントですが、低年金者への軽減変更により、１人当たりの平均保

険料額は3,926円、4.0％増の10万1,053円を予定してございます。 

  年金収入の低い方への均等割額に対して、現在８割は8.5割の軽減が適用となっておりま
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すが、低所得者への年金増額等が図られ、令和２年度には７割軽減に向けて軽減額が縮小す

るためでございます。令和３年度には本則どおり７割軽減になる予定です。また、賦課限度

額も２万円増の64万円に引き上げられますが、一方で低所得者の２割及び５割軽減対象者の

拡充が図られることになります。 

  その下、２款１項手数料3,000円、科目設定でございます。 

  ３款、次のページ１項他会計繰入金１億2,439万9,000円、77万7,000円の増。法や広域で

定められた負担金等の一般会計からの繰入金です。歳出の広域連合への負担金のほか、職員

給与や健康診査に係る経費となります。また、保険料の軽減措置として、６節で約740万円

計上してございます。 

  ４款１項繰越金1,000円、科目設定でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ５款１項から３項までは科目設定となります。 

  その下、４項受託事業収入497万6,000円。広域連合からの健康診査費受託事業収入と、次

のページの上になりますが、葬祭費受託事業収入となります。 

  ５項雑入2,000円、科目設定です。 

  計、歳入合計、本年度２億572万3,000円、前年度１億9,897万円、比較675万3,000円の増。 

  次のページをお願いいたします。 

  歳出となります。 

  １款１項総務管理費944万9,000円、178万1,000円の増。12節でシステム改修委託料等が増

となります。 

  次のページ、２項徴収費11万2,000円、8,000円の増。 

  その下、２款１項葬祭費405万円、130万円の減。葬祭費が減となります。歳入と同じ金額

となります。 

  ３款１項広域連合納付金１億8,844万4,000円。 

  次のページをお願いいたします。 

  広域連合から示された保険料負担金や保険給付費負担金等でございます。 

  ４款１項保健事業費265万8,000円、２万1,000円の増。主に健康診査委託料等でございま

す。 

  ５款１項償還金及び還付加算金100万2,000円、増減なし。過年度に係る保険料返戻金とな

ります。 
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  次のページ、６款１項予備費8,000円、増減なし。 

  歳出合計、本年度２億572万3,000円、前年度１億9,897万円、比較675万3,000円の増。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第４、議案第14号 令和２年度八丈町後

期高齢者医療特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、日程第５、議案第15号 令和２年度八丈町国民健康保険

特別会計予算を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ただいまの書類のピンク色の次のページとなります。 

  １ページをお願いいたします。 

  議案第15号 令和２年度八丈町国民健康保険特別会計予算。 

  令和２年度八丈町の国民健康保険特別会計の予算は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12億2,663万円と定める。 

（「文言省略」の声あり） 

○住民課長（佐藤真一君） はい。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 



－２００－ 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳入歳出の項の数値で主なものについて説明申し上げます。 

  歳入、１款１項国民健康保険税２億3,572万6,000円、215万9,000円の減。国保の保険料は、

この後の条例改正案でも上程してございますが、その条例改正案を反映させ、所得割率の率

や均等割、平等割額を増加させていますが、対象者が2,590人、179人減、世帯も1,743世帯、

100世帯減と減少しているため、減額となります。現年の医療分の収納率は、前年同様

93.47％で計上してございます。 

  次のページの下、２款１項手数料1,000円、科目設定でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ３款１項国庫補助金264万1,000円、264万円の増。社会保障・税番号制度システム整備費

補助金、マイナンバーに係るものを計上してございます。 

  ４款１項都補助金８億7,286万8,000円、493万6,000円の増。普通交付金、保険給付費にな

りますが、こちらが185万6,000円の増の８億3,904万9,000円。特例交付金、こちら市町村の

財政状況に応じてということでございますが、プラス58万ということで2,731万9,000円とい

うことになります。そのほか都補助金、成績によって、応益割等の成績によっていただく額

が650万円となってございます。 

  ５款１項財産運用収入1,000円、科目設定でございます。 

  次のページ、６款１項他会計繰入金１億1,538万円、288万7,000円の増。１、２節の低所

得者に対する保険税の軽減分のほか、４、５、６節までは法令で定められている一般会計か

らの繰入金でございますが、次のページ、一番上の７節ですね。前年777万2,000円の増の

3,277万2,000円。こちらは、国保税の激変緩和措置により収納不足等を町独自で、企画財政

課長からも昨日説明申し上げましたが、一般会計から繰入れし、その額も増となります。 

  ７款１項繰越金1,000円、科目設定でございます。 

  ８款１項延滞金、加算金及び過料5,000円、増減なし、科目設定でございます。 

  次のページの２項預金利子1,000円、３項受託事業収入1,000円、４項雑入5,000円、いず

れも科目設定の項目でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  一番下で歳入合計、本年度12億2,663万円、前年度12億1,832万6,000円、比較830万4,000

円の増。 

  下のページ、歳出に変わります。 



－２０１－ 

  １款１項総務管理費3,474万円、106万9,000円の増。人件費のほか、次のページの12節シ

ステム改修費が増となります。 

  ２項運営協議会費41万8,000円、12万6,000円の減。国保運営協議会等の関係費でございま

す。 

  下のページ、３項趣旨普及費42万円、増減なし。パンフレット等の印刷製本費等でござい

ます。 

  ２款１項療養諸費７億3,106万7,000円、682万3,000円の増。被保険者は減少しております

が、１人当たりの医療費が伸びているため増となります。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２項高額療養費１億905万9,000円、613万5,000円の減。 

  ３項移送費20万1,000円、増減なし。 

  次のページ、下の４項出産育児諸費420万3,000円、420万2,000円の減。国保加入の方の出

産育児一時金10名で計上してございます。 

  ５項葬祭諸費175万円、増減なし。 

  ６項結核・精神医療給付金90万円、36万円の減。 

  ３款１項医療給付費分１億9,982万5,000円、31万円の減。 

  次のページをお願いいたします。 

  ２項後期高齢者支援金等分7,715万8,000円、17万7,000円の増。 

  ３項介護納付金分3,118万2,000円、341万6,000円の増。 

  １項から３項までは都から示された納付額となります。 

  ４款１項共同事業費拠出金２万円、増減なし。 

  ５款、次のページ、１項特定健康診査等事業費1,404万円、37万4,000円の増。健康診査関

係の事業費となります。 

  ２項保健事業費31万3,000円、増減なし。 

  次のページをお願いいたします。 

  ６款１項基金積立金1,000円、科目設定です。 

  ７款１項公債費1,000円、こちらも科目設定でございます。 

  ８款１項償還金及び還付加算金200万4,000円、19万1,000円の増。保険税の還付金等でご

ざいます。 

  次のページ、２項延滞金1,000円、科目設定でございます。 



－２０２－ 

  ３項繰出金1,732万7,000円、738万7,000円の増。病院事業会計繰出金等が増となります。 

  ９款１項予備費200万円、増減なし。 

  歳出合計、今年度12億2,663万円、前年度12億1,832万6,000円、比較830万4,000円の増。 

  以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第５、議案第15号 令和２年度八丈町国

民健康保険特別会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第６、議案第16号 令和２年度八丈町水道事業会計予算

を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 書類番号13をお願いいたします。 

  水－１ページのほうをお願いいたします。 

  議案第16号 令和２年度八丈町水道事業会計予算。 

  総則、第１条、令和２年度八丈町水道事業会計の予算は次に定めるところによる。 

  第５条以外は朗読を省略させていただきます。 

  次のページをお願いします。 

  企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと

定める。 



－２０３－ 

  起債の目的でございますけれども、水道施設整備事業、限度額は１億5,700万円でござい

ます。合計も１億5,700万円でございます。こちらにつきましては、配水管布設工事、大川

浄水場改修事業に係る起債でございます。起債の方法、利率、償還方法につきましては、前

年度と変更ございません。 

  次のページになります。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  水－20ページのほうをお願いいたします。 

  令和２年度八丈町水道事業会計予算実施計画内訳。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まずは収入でございます。 

  １款水道事業収益４億7,554万円、１項営業収益２億7,084万2,000円。こちらにつきまし

ては、有収水量の減少によりまして、31年度当初予算比で870万4,000円の減となっておりま

す。 

  ２項営業外収益２億469万8,000円。こちらにつきましては、均衡予算として収支の均衡を

保つため、2,000万円の予算を計上しております。31年度当初予算比で200万円の増となって

おりますけれども、減価償却費、固定資産除却費の減によりまして、長期前受金戻入のほう

が減少しまして、営業外収益全体では582万6,000円の減となっております。 

  次のページをお願いいたします。 

  支出のほうでございます。 

  １款水道事業費用４億4,732万7,000円、１項営業費用４億2,629万1,000円でございます。

営業費用につきましては、31年度当初予算比で2,144万6,000円ほど減額となっております。

要因の主なものといたしましては、水－23ページになりますけれども、４目業務費及び水－

25ページになります、５目総係費、また、水－26ページになりますけれども、６目減価償却

費、７目資産減耗費の減少によるものでございます。 

  ４目業務費、５目総係費の減少につきましては、浄化槽設置管理事業に地方公営企業法を

適用することに伴いまして、水道係職員を１名減員し、浄化槽係と統合し、水道浄化槽係と

したことによる人件費の減少によるものでございます。 

  水－26ページになりますけれども、２項営業外費用につきましては2,083万6,000円。こち

らにつきましては企業債の利息、消費税の納付額でございます。 

  ３項予備費は20万円で、前年度と同額でございます。 



－２０４－ 

  次のページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  まずは収入でございます。 

  １款資本的収入６億2,074万6,000円、１項企業債１億5,700万円。こちらにつきましては、

配水管布設工事、大川浄水場改修工事に係るものでございます。 

  ２項一般会計補助金5,478万1,000円。こちらにつきましては、地方公営企業繰出基準に基

づきまして、一般会計から受ける簡易水道施設整備に係る元金償還に対して繰り出しを受け

るもの及び大川浄水場改修事業に係ります一般会計負担分でございます。 

  ３項国庫支出金4,961万円。こちらにつきましては、大川浄水場改修事業に係る国庫補助

金でございます。 

  ４項都支出金３億5,935万5,000円。こちらにつきましては、老朽管の更新、配水管布設等

の工事、中央監視装置の改良事業、大川浄水場の改修事業、大川水源の取水施設改修事業、

大賀郷浄水場の前処理設備の改良事業に対する補助金でございます。 

  続きまして、支出のほうでございますけれども、１款資本的支出７億7,159万3,000円、１

項建設改良費６億3,943万7,000円、次のページにかかりますけれども、配水管等の布設工事

が３件、鴨川導水管更新工事、大川浄水場改修造成工事、大川水源取水施設改修実施設計、

大賀郷浄水場前処理設備改良工事、中央監視装置改良設計、以上８件のほか、令和３年度以

降に向けた工事の設計を行います。場所については、企業課の当初予算説明資料の10の９ペ

ージ以降にありますのでご確認ください。また、固定資産購入費といたしまして、漏水探知

機等の購入も行います。 

  ２項企業債償還金１億3,215万6,000円。31年度末の起債残高でございますけれども、22億

3,876万4,000円でございます。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億5,084万7,000円は、当年度分

の消費税資本的収支調整額1,638万4,000円、当年度分の損益勘定留保資金１億956万円、減

債積立金2,490万3,000円で補塡いたします。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 



－２０５－ 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第６、議案第16号 令和２年度八丈町水

道事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、日程第７、議案第17号 令和２年度八丈町一般旅客自動

車運送事業会計予算を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） ただいまの水道事業会計予算書の次になります。 

  １枚めくりまして、運－１ページのほうをお願いいたします。 

  議案第17号 令和２年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算。 

  総則第１条、令和２年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計の予算は次に定めるところに

よる。他の文言の朗読については省略させていただきます。 

  次のページになります。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  運－16ページのほうをお願いいたします。16ページでございます。 

  令和２年度八丈町一般旅客自動車運送事業会計予算実施計画内訳。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まずは収入でございます。 

  １款自動車運送事業収益１億6,921万6,000円、１項営業収益9,795万9,000円。こちらにつ

きましては、前年度当初予算比で11万6,000円の増となっております。乗り合いと貸切りの

別で言いますと、乗り合いを28万9,000円の増、貸切りを17万3,000円の減と見込んでおりま

す。 

  次のページをお願いいたします。 



－２０６－ 

  ２項営業外収益7,125万7,000円。こちらにつきましては、４目の長期前受金戻入の増によ

りまして、前年度当初予算比で99万6,000円の増となっております。 

  なお、均衡予算分は2,000万円、一般会計補助金は5,000万円で前年度と同額でございます。 

  続きまして、支出でございます。 

  １款自動車運送事業費用１億6,230万6,000円、１項営業費用１億5,830万6,000円。こちら

につきましては、１目運転費でガイド１名の人件費の増がございますけれども、運－19ペー

ジ、真ん中辺の４目減価償却費の減、また運－20ページ、次のページになりますけれども、

10目一般管理費で管理者、企業課長の人件費の会計間の配分の変更によりまして、営業費用

全体では前年度の当初予算比で117万3,000円の減額となっております。 

  次のページ、運－21ページになりますけれども、２項営業外費用につきましては380万円。

企業債利息、次のページになりますが、花火の協賛金と消費税納付額でございます。 

  ３項予備費20万円、前年度と同額でございます。 

  続きまして、資本的収入及び支出のほうになります。 

  支出のみの予算でございます。 

  １款資本的支出3,056万2,000円、１項建設改良費2,295万3,000円。こちらにつきましては、

乗り合いの中型バス車両の購入費でございます。現在の車両の更新になります。 

  ２項企業債償還金760万9,000円。31年度末の地方債の残高でございますけれども、1,120

万9,000円でございます。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,056万2,000円ですが、当年度分の

消費税資本的収支調整額207万3,000円、過年度分の損益勘定留保資金1,282万2,000円、当年

度分損益勘定留保資金1,566万7,000円で補塡いたします。 

  あと、本日追加でお手元のほうに配付いたしましたこちらの資料でございますけれども、

こちら町営バスと温泉で、バスと温泉の２日間乗り放題、入り放題のＢＵ・Ｓ・ＰＡという

チケットを販売しております。これを４月からジョルダンという会社の乗換え案内というス

マートフォンのアプリがあるんですけれども、それを使いましてスマートフォン上でこのＢ

Ｕ・Ｓ・ＰＡを購入して、スマートフォン上のＢＵ・Ｓ・ＰＡチケットを見せることでＢ

Ｕ・Ｓ・ＰＡを利用できるというものでございます。紙のＢＵ・Ｓ・ＰＡのチケットにつき

ましても引き続き販売していきますけれども、今後は観光のお客様限定の販売ではなく、ど

なたでも購入できるものとしていきます。 

  まだこちら販売始まっておりませんので、乗換え案内のアプリを起動させてもこのＢＵ・
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Ｓ・ＰＡのチケットは購入できません。ただ、こちらの裏面の真ん中に、詳しくはこちらと

いう矢印の先に四角いマークがあると思いますけれども、これをスマートフォンで読み込ん

でいただきますと、デモンストレーション画面が起動するような形になっております。この

デモンストレーション画面につきましては、実際のもの全てが見られる状況にはなっており

ませんが、おおよその雰囲気は再現できているというものになっております。 

  もう１枚、こちらのほうも出しているんですけれども、こちらに書いてあるのが、これは

非常に見にくいので、虫眼鏡等を使っても、多分これは文字は読めません。こちらは雰囲気

だけです。スマートフォン上でどういうのが出てくるかというのをご確認いただければと思

います。 

  これについては４月の販売を目指しているところでございます。こちらについて報告、全

員協議会で報告できなかったことはおわびいたしますけれども、こちらの理解する時間がち

ょっとかかりましたので、今回の当初予算の本会議での説明になってしまったことはおわび

いたします。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ３番。 

○３番（山下則子君） 大体ニュースで、コロナウイルスの関係で観光バス事業というか、事

業者さんの利用がなくなっているというようなことが報道されているんですけれども、八丈

町の観光バス事業に対してはどうなんでしょうか。現状を教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 毎年３月につきましては、１年間で一番収益が上がる月でござい

ます。２月の後半から貸切りの台数も減っていることに加えて、この貸切りに乗っている人

たちも平均で１台当たり５人ぐらい、２月については減っております。３月に入りまして、

こちら最終的な見込みといたしましては昨年度の３分の１程度、貸切りの台数につきまして

も半分以下とかという状況になっている予想はしております。 

  なお、これが３月にとどまらなくて、４月についてもかなり４月の前半、４月いっぱいぐ

らいまでは影響があるというふうに考えておりまして、今、当初予算の説明をしたばかりな

のでございますけれども、この当初予算の収入の予想にも影響は来るかなというふうに考え

ております。 
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○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 本当に大変な状況だと思います。見込みの減額というのは大体どのぐ

らいか、分かれば教えてください。そして、あとは公営企業なので、それがどこかの予算、

いろいろな国からのほうも来ているということですが、補塡の可能性はあるのかどうかにつ

いて教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 年間の収入でいきますと、昨年から1,500万円程度は減収になる

かなというふうに考えております。補塡につきましては、今のところ一般会計頼みというと

ころでございます。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 非常に大変苦しいときかと思いますけれども、みんなで乗り切らなき

ゃいけないかなと思います。 

  それで、ちょっとバスの関係で、ネットでいろんな話が出ています。バスガイドさんがマ

スクしていないとかどうとかといういろんな情報があって、バスガイドさんは健康チェック

もしているし、笑顔がかわいいので、そんなマスクしないでお話しすればいいと私は思いま

す。それでもやはり、観光事業者の中でそういうクレームというのか、ネガティブな話をす

る人もいるんですが、それをバスガイドさんに言ってもしようがない。運転手さんにクレー

ムしてもしようがない。なので、ちゃんとしたそのときに町の姿勢はこうなんですよという

ことを説明することが大切かなと思います。それについての方針を教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） その辺のお批判については私のほうにも届いております。 

  ただ、実際のお客様の中には、こちらのほうの対応を見て逆に安心したと言われているお

客さんもいるのは事実であります。それを前提といたしますけれども、マスクについてはい

ろいろ、ＷＨＯでは、感染していない方はかけても、特にかけたことによる予防策にはなら

ないというような見解もあったり、いろんなことが言われております。 

  そういう状況を踏まえて、いろいろ毎回、毎日そういう話は旅行会社とお客様、ホテルか

らもそうですし、町民の皆さんからもお話があります。そういうところでその都度話し合っ

てはいるんですけれども、ただ、皆さんにこれだけはご理解していただきたいのは、私ども

の乗務員は、決してコロナに対する対策をどうでもいいというふうに考えているわけではな
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いということです。そこだけは皆さんにご理解いただいて、もし聞かれた場合は、逆にこれ

から申し上げることを町民の皆さんにも伝えていただきたいということでございますけれど

も、こちらのほう、貸切りバスのほう、観光客を受入れを停止していることではございませ

ん。その中において、来たお客様に対してしゃべる仕事である自分らプロは、顔を見せてし

ゃべることでお客様の反応も分かるということもありますので、その辺のことがあるので、

そのマスク以外のことについては徹底するということで、マスクはしないでやりたいという

ことを、私はその意見はそのとおりだと思いまして、ただ、それ以外のことについては徹底

してくださいよということでございます。 

  ただ、どちらかというと批判的な意見のほうが聞こえてくることが多いことは事実でござ

いますので、その辺については今後も考えていきたいということでございますけれども、た

だ、これだけもう一回申し上げますけれども、乗務員等はコロナに対して別に無頓着ではな

いということですね。かえってお客様に安心していただけるように努力をした結果がマスク

をしていないということだけは、皆さんどうかご理解いただきたいということでございます。

よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 私も観光業として、いろんな通販会社から、おたくはマスクしている

んですかとか、いろいろ何か来るんですね。もうさっきの教育の話も、国全体が何かこれに

怖がっちゃって萎縮してくるような状況は、私はどうかなと思っています。もちろんだから

安全に、安全というか衛生面には気をつけていかなければならないんですけれども、それば

っかりで終わってしまうのもちょっと情けないなという気もしております。 

  なので、今のお話を聞いて私は安心しました。ですから、こういう時期だからこそみんな

で気をつけて笑顔で対応していけたらなと思います。なので、バスはちょっと大変だと思い

ますが、ぜひ頑張っていただければと思います。これは要望です。 

○議長（奥山幸子君） ８番。 

○８番（山下 巧君） ＢＵ・Ｓ・ＰＡのすばらしい企画がスタートするわけですけれども、

一方、全日空のほうで１日３便のところが、今２便を予約止めしちゃっているんですね、１

か月間。これについては何か情報ありますか。 

○議長（奥山幸子君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） 全日空さんからは、今度の、３月中もそうなんですけれど

も、ホームページを見ていただくとコロナ対策ということで、一部の運行計画変更というの
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が出てございます。その中に八丈島も含まれてございまして、取りあえず公表されているの

は３月の30、31の２日間の真ん中の便ですね。２便、1893便と、1894便の２便については減

便といいますか、欠航ですね。形上は欠航という形にさせていただいております。 

  ４月以降も、今ネット等で見ますと、真ん中の便がしばらくの間満席という表示になって

いるのかと思いますが、その先について、我々としてはまだ情報はいただいていないところ

でございます。 

○議長（奥山幸子君） ８番。 

○８番（山下 巧君） 何か２便体制になるような感じになったら心配しているわけなんです

けれども、これはまたコロナの様子を見て２便が復活するというふうに考えていいですね。 

○議長（奥山幸子君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（佐々木眞理君） 私からそこを申し上げることはできませんけれども、あの

ー八丈島、このところも全日空さんの利用状況、大変多くなってございます。特に真ん中の

便というのは、利便性のよさからも観光客の方、使われていると思います。我々としまして

は必ず、コロナが終わりましたら復活するものと思ってございます。 

○議長（奥山幸子君） ほかに。 

  １番。 

○１番（宮崎陽子君） 先ほどこのフリーパスモバイルのことにつきましてご説明あったかと

思うんですけれども、まさにＩＣＴの、今後、未来型の有効活用として期待される分野にな

るかと思います。 

  それで、お話の中で４月からということがありましたが、具体的に住民の方にご案内をし

ていい時期というのはいつ頃からになるんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） これは一応、４月１日からの販売を目指しておりますけれども、

それまではこのアプリ、こちらのほう、裏に読み込む四角いのが、下にもありますけれども、

それ上でチケット購入ができません。ですので４月１日以降、実際のところ、４月１日でも

一応10時以降ということの制限をかけるつもりなんですけれども、それ以降の公表にしてい

ただきたいということでございます。 

  ただ、先ほども言いましたように、デモンストレーション画面については現在でも使えま

すけれども、それで実際の購入までにはいかないということでご理解をお願いします。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 
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  １番。 

○１番（宮崎陽子君） ありがとうございます。それでは４月１日の大体朝10時以降からの予

定ということになるんですね。それはまた変わる可能性があるということですか。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 実際のところ、まだ契約も終わっておりませんので、今のところ

予定というところまでしか申し上げられません。 

  ただ、これ今後、30日に最終日がありますけれども、そこでの報告、確実な報告ができる

かというのもまだ確定ではありませんので、４月１日10時以降のお楽しみということでお願

いします。 

○議長（奥山幸子君） いいですか。 

○１番（宮崎陽子君） ありがとうございました。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） いまのこのモバイルの関係で、なかなかこれからこういうことがずっ

と増えていくのかなと思うんですが、ジョルダンさんがやるということで、私もよく使うア

プリですけれども、ちなみにこれ手数料とかそういうのはどんな形態になりますか。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） こちらにつきましては、ジョルダンの会社のほうがＢＵ・Ｓ・Ｐ

Ａを委託販売という形の契約にする予定でございます。それなので、特にアプリの使用料と

かそういうものはかかっておりません。今おっしゃられたように、１枚1,000円のＢＵ・

Ｓ・ＰＡが売れた場合、10％をジョルダンに支払うという形の予定でございます。 

○９番（岩﨑由美君） 分かりました。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第７、議案第17号 令和２年度八丈町一

般旅客自動車運送事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

  ここで休憩といたします。再開は午後１時ということでよろしくお願いいたします。 

（午前１１時２３分） 

───────────────────────────────────────────────── 

○議長（奥山幸子君） 再開いたします。 

（午後 １時００分） 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第８、議案第18号 令和２年度八丈町病院事業会計予算

を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 書類番号13の一般旅客自動車運送事業会計の予算書の次の黄色い

紙の次になります。 

  １ページのほうをお願いいたします。 

  議案第18号 令和２年度八丈町病院事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、令和２年度八丈町病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

  第５条以外は朗読を省略させていただきます。 

  次のページをお願いします。 

  企業債。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

  起債の目的でございます。 

  病院施設整備事業、限度額3,200万円。医療機器器具整備事業、限度額２億1,100万円。合

計が限度額２億4,300万円でございます。 

  記載の方法、利率、償還の方法については、前年度と変更はありません。 

  次のページになります。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  病－22ページをお願いします。 
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  令和２年度八丈町病院事業会計予算実施計画内訳、収益的収入及び支出でございます。 

  収入のほうですけれども、１款病院事業収益14億7,568万4,000円、１項医業収益７億

7,775万7,000円、こちらにつきましては入院、外来収益ともに減を見込んでおります。 

  ２項医業外収益６億9,792万7,000円、次のページになりますけれども、４目その他医業外

収益の均衡予算分は２億円でございます。前年度当初予算比で5,000万円の増となっていま

す。これによりまして、医業外収益全体でも、前年度当初予算比で5,347万3,000円の増とな

っています。 

  次のページをお願いします。 

  支出のほうでございます。 

  １款病院事業費用14億2,403万7,000円、１項医業費用13億9,781万4,000円でございます。

こちらにつきましては、１目給与費の増によりまして、医業費用全体として、前年度当初予

算比で1,629万8,000円の増となっております。こちらにつきましては、会計年度任用職員制

度が始まったことによりまして、賃金が報酬に振り替わっております。 

  病－28ページのほうになります。 

  ２項医業外費用でございますけれども、2,602万3,000円、こちらは企業債の利息、患者外

の給食材料費、消費税の納付額でございます。 

  ３項予備費につきましては、20万円でございます。前年と同額でございます。 

  資本的収入及び支出のほうでございますけれども、収入、１款資本的収入３億8,014万

9,000円、１項企業債２億4,300万円、こちらは病院改修工事、医療機器更新に係る起債でご

ざいます。 

  ２項一般会計負担金7,774万1,000円、地方公営企業繰出基準に基づきまして、病院建設、

医療機器整備に係る元金償還に対して繰り出しを受けるものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  ３項都支出金5,400万8,000円、企業債の償還金の補助、へき地産科医療機関設備整備費補

助金でございます。 

  ４項他会計補助金540万円、こちらは国保会計からの医療機器更新に係る補助金でござい

ます。 

  支出でございます。 

  １款資本的支出４億7,556万9,000円、１項建設改良費３億802万2,000円、こちらにつきま

しては、30年度からの継続費による病院改修工事及び電子カルテ、ＣＴ等の機器の更新に係
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る費用でございます。 

  ２項企業債償還金１億6,754万7,000円、31年度末の起債の残高ですが、12億2,071万円で

ございます。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9,542万円は、当年度分消費税資

本的収支調整額2,674万円と過年度分損益勘定留保資金2,772万2,000円、当年度分損益勘定

留保資金4,095万8,000円で補塡いたします。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ６番。 

○６番（菊池 良君） どうしてもコロナの関連になってきて申し訳ないのですが、アビガン

錠という薬があるということで聞いておるんですけれども、これは今、インフルエンザの薬、

治療薬ということで実際流通しているということで、国内のメーカーが作ったものなんです

が、これが２月の二十何日に緊急投与として、コロナの肺炎の重症者にも投与されていると

いうことをお聞きしていますが、この辺の情報についてはもう把握しておりますでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 病院事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 把握しております。私ども、先ほど委員長からお尋ねされて、

ちょっと私のメモを見返したんですけれども、２月22日に読売新聞の朝刊に、アビガン錠が

どうやら効くらしいという情報が本紙の一面に載っておりました。ただ、それは新型インフ

ルエンザ用に開発された薬でございまして、それを政府が何百万錠と保有しているという情

報が読売新聞に載っておりました。 

  その後、これは明るい兆しが見えたなと思いまして、注意していたんですけれども、その

後、追っかけ記事といいますか、そういうものが現れなくて、昨日か一昨日に今度はネット

情報で、アビガン錠が、中国がコロナの患者様に使用してどうやら効くらしいという情報が、

ネット情報で流れております。 

  ただ、日本で使用する場合には、新型インフルエンザとして認可されている薬を、医師が

勝手にコロナ患者さんに投与することはまだ認められておりませんので、政府、厚生労働省

が何らかの見解を出さなければ使えない。それから、それが使えると分かっても、どのよう

な配布をされるのかという情報もありませんので、今後の状況を注視してみていきたいとこ

ろでありますけれども、まだ日本は緊急事態を宣言するような状況までいっていないという
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ことで、副作用の状況も確認できない薬を今すぐに患者様の対策として開放するということ

は、まだあり得ない状況ではないかと見ております。 

○議長（奥山幸子君） ６番。 

○６番（菊池 良君） ありがとうございます。 

  いろんな情報が、フェイクであったりありますので、その辺は情報収集を十分していただ

いて、国とか都とも連絡を取り合いながら、その辺を十分、慎重にやっていただきたいと思

います。 

  それで、具体的にこの新型インフルエンザのお薬ということで、これは八丈の町立八丈病

院のほうには在庫としては置いてらっしゃるんでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 政府が保管しているというだけでありまして、うちで保管して

いるのはタミフルとか、そういう最近の流行するインフルエンザに合った薬は置いておりま

すが、新型インフルエンザ用のアビガンとかは確保しておりません。 

○議長（奥山幸子君） ６番。 

○６番（菊池 良君） 分かりました。 

  なかなか判断が難しい部分もあると思うんですけれども、この辺は情報収集を十分してい

ただいて、今後これが対応できるとなった場合には用意していただくとか、その辺のことは

頭に入れておいていただければと思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 看護師さんがいらっしゃってよかったなと思っていますけれども、昨

年にいろいろ病院の状況を伺って、私たちでもヒアリングをして、その中で人員不足だけで

はない問題点というのがいろいろ上がってきました。人間関係のことであったり、研修に行

けない、研修費も予算計上されていますけれども、そういうところで病院の規模だとか、そ

ういういろんな病院の経営に関しての経営とか、それから管理、運営に関してのいろんな検

討会とか、今後やる予定はありますか。 

○議長（奥山幸子君） 病院事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 病院の経営改革といたしましては、平成20経営改革プランとい

うのが作成されておりまして、現在その検証を行っております。その検証結果が出ますので、
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それに基づいてさらに院内、また執行部等で検討して、改革プランにのった行動をしていく

ということになると思います。現在、検証中でございます。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 現在検証中ということで、それは経営改革プランのほうだと思うんで

すが、今、働いていらっしゃる人たちのいろんな要望だとか、現場の人たちの声とか、なか

なか上がりにくい状況のような気がいたします。 

  この件に関しまして、やはりできることはしておいたほうがいいかなと思うんですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 今回、看護師さんからいろいろ情報が上がってきたと思うんで

すけれども、その中でやはり看護師長が、今、統括看護師長ということでお一人だったんで

すけれども、今回もっと看護師さんの声を吸い上げられるように、それから看護師長の負担

を減らすということで、師長２人制を置きまして、外来と入院病棟の師長を置いて、まずは

看護師さんたちの声をもっと集められるかなという状況にはする予定であります。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） では、恐らく看護師さんだけではなく、リハビリの方とかいろんなほ

かの業種の方も、いろんな意見というか希望とかもあると思うので、その辺はいろいろ人員

不足の中で難しいところではあると思いますが、現場の声をよく聞いて、もしまたいろんな

問題が出てくれば、私たちも一緒に考えていかなければならない問題だし、また改めて看護

師さんの状況を個別に聞きたいと思ってます。 

  なので、まずはそれをやっていただいて、十分、現場が嫌にならないように。やはり人間

関係とかで、嫌なこともあるみたいなので、よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。答弁よろしいですね。 

○９番（岩﨑由美君） はい。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

  ４番。 

○４番（山本忠志君） 今の話ともちょっと関連するんですけれども、ページ数で言うと病－

24ページになるんですが、報酬のところと給料のところで、報酬のところの３段目のところ

に、会計年度任用職員等報酬及び手当ということで6,000万円ということで、給料のところ

では正規職員ということなんでしょうが、数多くの医療スタッフが出ていますが、医療スタ



－２１７－ 

ッフで賄い切れないところを、この会計年度の方々に補助してもらうということが行われて

いると思うんですけれども、まず、この会計年度の対象の方々は何名いらっしゃるのか、教

えていただけますか。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 現在、二十数名ということで、会計年度職員は二十数名を予定

しております。 

○議長（奥山幸子君） ４番。 

○４番（山本忠志君） その中で、例えばスキルアップ、あるいは資格を取得したりして、法

的にも認められた形で、医療スタッフの補助をできるような形というのは、今できる状態な

のか、あるいは今後そういう道筋も考えられるのか、伺います。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 会計年度任用職員制度というのがこの４月から始まりまして、

そのスキルアップのフォローアップまではまだ検討中でございまして、明確な制度として、

正職員に移りますよとか、そういう制度は、スタートの時点ではございません。 

○議長（奥山幸子君） ４番。 

○４番（山本忠志君） ちょっとこれは要望になるかもしれませんが、先ほどの医療スタッフ

とのお話のヒアリングの中で、例えば看護師さんの夜勤に当たる、代わるものとして、看護

師でなくてもできる、例えば介護福祉士の資格があれば病院の夜勤が可能であるというよう

な情報も得たんですけれども、例えばそういうところに、会計年度の中から希望を募って資

格を取らせてはいかがかなとも思うんですけれども、そういう可能性というのはありますか

ね。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 現在、介護福祉士は、別に正職員として募集している状況でご

ざいます。昨日も申し上げたように、看護師も定数25のところ、現在24までは確保できるか

なという見通しがついておりますので、その看護師と、それから介護福祉士の定足状況を見

て、会計年度任用職員さんのほうからの転換も検討していかなければならない状況でありま

すけれども、今の状況ですと、もう少し介護福祉士を募集しながら、看護師さんを若干名補

充しようかなという状況でございます。 

○議長（奥山幸子君） いいですか。 

○４番（山本忠志君） 分かりました。ありがとうございます。 
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○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（発言する者なし） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第８、議案第18号 令和２年度八丈町病

院事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

  事務長から、アシナガバチの病院に対する受診例についての報告があります。 

  事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） 昨日ご質問されました蜂刺されの患者様の状況でございますけ

れども、平成31年度４月から昨日まで86名。そのうち、ほぼ６月から11月の蜂が活動する時

期に集中しております。 

  以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 質問者はどなたでしたっけ。よろしいですか、10番。 

  ９番、関連ですか。 

○９番（岩﨑由美君） 関連です。 

  86名、意外に多いなという印象なんですけれども、その中で重篤化というのはないのかな

とは思いますけれども、どんな症状がメインかなと。教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） これ一人一人カルテを見て集計をしておりまして、男女比です

とかそういうのは調べてあるんですけれども、症状につきましては、塗り薬を塗るとかそう

いう患者さんがほとんどな状況で、重篤化という報告は出ておりませんので、そういう対処

で済んでいると思われます。 

○議長（奥山幸子君） ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 刺されて心配だったら病院に行くのもいいと思いますけれども、刺さ
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れて、もし最初にすぐやるような、水で洗うだとかそういう処置が分かれば、そういうのを

広報してもいいかなと思うんですけれども、いかがでしょう。 

○議長（奥山幸子君） 事務長。 

○病院事務長（菊池 良君） また今シーズン来ますので、シーズンと言っていいか、来ます

ので、その患者さんの状況を見ながら周知を考えたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（奥山幸子君） よろしいですか。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） それでは続きまして、日程第９、議案第19号 令和２年度八丈町浄化

槽設置管理事業会計予算を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） ただいまの病院事業会計予算書の次の緑の紙の次になります。 

  浄－１ページのほうをお願いいたします。 

  議案第19号 令和２年度八丈町浄化槽設置管理事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、令和２年度八丈町浄化槽設置管理事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  第５条以外は朗読を省略させていただきます。 

  次のページをお願いします。 

  企業債。 

  第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

  起債の目的は、合併処理浄化槽整備事業でございます。限度額は1,420万円。合計も限度

額1,420万円でございます。起債の方法、利率、償還の方法については、前年度特別会計の

ときと同じでございます。 

  次のページをお願いします。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  浄－14ページのほうをお願いします。 

  令和２年度八丈町浄化槽設置管理事業会計予算実施計画内訳。 

  収益的収入及び支出。 

  収入。 
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  １款浄化槽設置管理事業収益5,548万3,000円、１項営業収益1,115万4,000円、こちらにつ

きましては、浄化槽使用者からいただく浄化槽使用料でございます。 

  ２項営業外収益3,970万2,000円、中身でございますが、１目雑収益、こちらについては均

衡予算分でございます。２目国庫支出金につきましては、浄化槽撤去に係る補助金でござい

ます。３目都支出金、こちらも浄化槽撤去に係る補助金でございます。４目一般会計補助金、

こちらにつきましては、収支不足分の繰入れでございます。その他、５目長期前受金戻入、

６目資本費繰入収益になります。 

  ３項特別利益462万7,000円、こちらにつきましては、公営業法適用に係ります引当金への

補助でございます。 

  続きまして、支出。 

  １款浄化槽設置管理事業費用5,548万3,000円、１項営業費用4,968万2,000円、こちらは１

目浄化槽費、こちらにつきましては、使用料納付書等の印刷費、次のページになりますけれ

ども、郵送料、浄化槽の清掃保守点検委託費、法定点検の手数料、コピー機等のリース料の

事務費、あとは浄化槽の修繕費用、あとは単独浄化槽を撤去する場合の補助金でございます。 

  ２目総係費につきましては、職員の人件費及び事務費でございます。人件費につきまして

は、職員２名分と管理者、企業課長、経理係職員の数か月分の人件費が計上されています。 

  次のページをお願いします。 

  減価償却費につきましても、３目といたしまして営業費用に計上しております。 

  ２項営業外費用97万4,000円、こちらは企業債利息を計上しております。 

  次のページになります。 

  ３項特別損失462万7,000円、こちらにつきましては過年度の賞与、過年度の法定福利費、

退職給付引当金の繰入額でございます。 

  ４項予備費は20万円でございます。 

  続きまして、資本的収入及び支出でございます。 

  収入。 

  １款資本的収入4,670万8,000円、１項企業債1,420万円、こちらは合併処理浄化槽整備事

業に係る起債でございます。 

  ２項一般会計補助金1,102万4,000円、資本金への繰入れと企業債償還に対する補助金でご

ざいます。 

  ３項国庫支出金1,755万1,000円、浄化槽設置工事に対する補助金でございます。 
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  ４項都支出金362万9,000円、こちらは企業債償還に対する補助金でございます。 

  ５項工事費負担金30万4,000円、こちらは事業所に浄化槽を設置した場合の分担金でござ

います。 

  次のページをお願いします。資本的支出のほうでございます。 

  １款資本的支出5,810万4,000円、１項建設改良費5,615万8,000円、こちらは浄化槽設置工

事40基分でございます。 

  ２項企業債償還金194万6,000円、31年度末の起債残高は１億2,042万4,000円でございます。 

  なお、来年度以降の支出の財源に充当する362万9,000円を除いた資本的収入額が資本的支

出額に対して不足する額1,502万5,000円は、当年度分消費税資本的収支調整額339万2,000円、

引継ぎ現金1,163万3,000円で補塡いたします。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第９、議案第19号 令和２年度八丈町浄

化槽設置管理事業会計予算は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、日程第10、議案第20号 八丈町職員定数条例の一部を改

正する条例を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 書類番号14をお願いいたします。 
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  議案第20号 八丈町職員定数条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。八丈町浄化槽設置管理事業に地方公営企業法の規定の全部を適用すること及び病院

事業の職員配置の見直しにより、公営企業職員定数を改正する必要があるので、本案を提出

いたします。 

  次のページをお願いします。 

  八丈町職員定数条例の一部を改正する条例。 

  八丈町職員定数条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

  別表公営企業の項定数の欄中「81人」を「86人」に改める。 

  附則。この条例は令和２年４月１日から施行する。 

  こちらにつきましては、81人から86名に定数を改定するものでございます。 

  この５名増の内訳でございますけれども、浄化槽事業分でプラス１名、病院事業中、医師

でプラス１名、栄養士プラス１名、介護福祉士プラス２名の計５名ということでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第10、議案第20号 八丈町職員定数条例

の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２１号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第11、議案第21号 八丈町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、福祉健康課主幹。 

○福祉健康課主幹（田村久美君） ただいまの次のページをご覧ください。 

  議案第21号 八丈町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。放課後児童支援員の基礎資格保持者の対象者拡大及び明確化のため、本案を提出し

ます。 

  次のページをご覧ください。改正文の読み上げは省略させていただきます。 

  放課後児童健全育成事業というのは、いわゆる学童保育の事業になります。 

  平成27年度より国のほうでこちらの事業を行う際に、支援員という資格を新たに創設しま

した。この資格は事業所に各１名以上置かなければいけないということで、八丈町のほうも

この資格を持っている方を養成しておりました。 

  今回の改正は、国のほうの基準が、これまで議運でも６番議員からご指摘ありましたが、

こちらの支援員の資格の研修を受ける際に要件がございまして、これがかなりハードルが高

かったんですけれども、今回改正でこの研修を受ける要件が拡大というか緩和、若干緩和さ

れたので、国の基準に伴いまして、八丈町のほうの条例を改正するものになります。 

  また、こちらの資格の取得に際しましては、直営でやっている事業なので、八丈町のほう

で旅費を支出しております。ただし、こちらの事業については、国と東京都でそれぞれ３分

の１の補助をいただいております。 

  説明は以上になります。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第11、議案第21号 八丈町放課後児童健

全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決い

たしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第12、議案第22号 八丈町営住宅条例の一部を改正する

条例を上程いたします。 

  説明、建設課長。 

○建設課長（瀬筒国治君） 議案第22号 八丈町営住宅条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。民法の一部改正による債権関係の規定の見直し及び町営住宅への入居のさらなる円

滑化を図るため、条例を整備する必要があるので本案を提出します。 

  １枚おめくりください。 

  八丈町営住宅条例の一部を改正する条例。 

  八丈町営住宅条例の一部を次のように改正する。 

  第11条第１項第１号を次のように改める。 

  １、入居者が署名または記名押印した請書に、町長が適当と認める連帯保証人（連帯保証

人が保証する極度額は入居時の使用料の12か月分の額に近傍同種の住宅の家賃３か月分を加

え、入居者から徴収する保証金を差し引いた額に相当する額とする。）が記名押印し提出す

ること。 

  附則。この条例は令和２年４月１日から施行する。 

  ということで、今回の条例の改正の主な内容は２点ありまして、１点目は、説明でも申し

上げたとおり、民法の改正に伴う条例の改正でございます。具体的には、民法第465条の２

というところで、個人保証契約の保証人の責任等という条文がありまして、今回、保証人の
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保護を目的として、保証人が保証する限度額を明記するということが義務づけられました。

これに伴って、八丈町の住宅条例の中で、保証人が保証する極度額、上限額については、入

居時の12か月分の家賃と近傍地の家賃の３か月分から、入居時にお支払いいただく保証金を

差し引いた額を上限額といたしました。 

  また、２点目の主な改正内容としましては、これまで保証人を２名ということを必須条件

としてきたんですけれども、来年度からは１名ということで条例の内容を改正しております。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第12、議案第22号 八丈町営住宅条例の

一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第13、議案第23号 八丈町浄化槽設置管理事業条例の一

部を改正する条例を上程いたします。 

  説明、企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） ただいまの議案の次になります。 

  議案第23号 八丈町浄化槽設置管理事業条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画変更に伴い、浄化
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槽市町村整備事業実施要綱が改正されたことにより、条例の改正を行う必要があるので、本

案を提出いたします。 

  次のページをお願いいたします。改正の内容についてのみ説明いたします。 

  こちらにつきましては、こちらの議案のところの真ん中のほうにあります第５条、次のよ

うに改めるというところの第５条の第１項のただし書のところですね。既存の住居に浄化槽

を設置する場合は住居からの排水設備も工事範囲とするという改正が主なものでございます。 

  その他、文言の修正等はありますけれども、こちらにつきましては、今まで浄化槽、町で

行う浄化槽の設置工事につきましては、浄化槽からの工事が対象になっておりました。ただ

し、今回この改正によりまして、既存の住宅、既に建ってあるところに浄化槽を設置する場

合は、住宅からの排水設備、例えばトイレとか流しとか洗面台からの排水設備の配管等も、

町の工事範囲とするというものでございます。 

  簡単ですが、説明は以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ９番。 

○９番（岩﨑由美君） 補助というか、やりやすいようになったと思うんですけれども、今ま

でそれが補助されないので工事はできないというか、嫌ですというような案件があったかと

いうことと、この条例ができたことによって、どの程度皆さんがやりやすくなるかについて、

予想でいいので教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 企業課長。 

○企業課長（菊池正勝君） 今までこの住宅から浄化槽までの配管の工事費がネックになって、

浄化槽への転換をしなかったという例は、私の考えではございますけれども、多分、恐らく

ないと思います。ただ、今回これを改正することによって、浄化槽に改修したいと思われる

方は、負担は確実に少なくなります。自己負担が少なくなりますので、それによって、例え

ばトイレを和式から洋式に改修しようと思った方がついでに配管から、町負担になるんだっ

たら、金額を見て浄化槽までやってしまおうかなというような誘導はできるのかなというふ

うに考えております。ただ、それがどのくらいになるかはちょっとまだ予想がつきません。 

○議長（奥山幸子君） ９番、よろしいですか。 

○９番（岩﨑由美君） そういったやりやすさが出てくると思うので、今回の議会でもなかな

か情報が周知しにくいという話が出ていましたので、そういうところもできますよという、
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浄化槽のことをＰＲするときには、ぜひ行っていただけたらと思います。要望です。 

○議長（奥山幸子君） ほかにございますか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第13、議案第23号 八丈町浄化槽設置管

理事業条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第14、議案第24号 八丈町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例を上程いたします。 

  説明、住民課長。 

○住民課長（佐藤真一君） ただいまの次のページになります。 

  議案第24号 八丈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。国民健康保険税の税率等について所要の改正を行うため、本案を提出します。 

  １ページおめくりください。 

  八丈町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  八丈町国民健康保険税条例の一部を次のように改正するということで、内容につきまして

は、お手元に配付のＡ４横版のほう、こちらのほうをご用意いただきたいと存じます。 

  第３条から第９条までの規定の改正は、記載されている事項となります。 

  医療分の所得割は一番下のところ、サのところをご覧ください。0.6％増の改正後のとこ

ろをご覧ください。５％。医療分の資産割は１％マイナスの37％、均等割は1,000円プラス
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の１万4,100円、平等割はプラス1,000円の１万9,200円。その横、後期高齢者支援分の所得

割はプラス0.3％の2.4％。資産割はマイナス0.2％の0.8％、均等割はプラス500円の4,500円、

平等割はプラス500円の9,500円。その横、介護納付金分の所得割はプラス0.3％の1.9％、資

産割はマイナス１％の８％というところで、そのほかに23条以降の規定につきましては、賦

課する額から差し引く額を増額する減額規定となります。令和２年４月１日から施行。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ないようですので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第14、議案第24号 八丈町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第15、議案第25号 八丈町家畜診療等手数料条例の一部

を改正する条例を上程いたします。 

  説明、産業観光課長。 

○産業観光課長（沖山 昇君） それでは次のページをお願いいたします。 

  議案第25号 八丈町家畜診療等手数料条例の一部を改正する条例。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。農業保険法施行規則第117条第１項及び第166条の規定に基づき、診療その他の行為

によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件
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において、初診料の変更があったため改正する。 

  次のページをお願いいたします。 

  八丈町家畜診療等手数条例の一部を改正する条例。 

  こちらにつきましては、これまで区分のところ、こちらが初診料、それから診療手数料と

２つに分かれておりましたが、これからは区分の部分が初診料及び診療手数料ということで、

両方の合計をしたものの１割を負担していただくというところで改正されました。そのため

に条例の一部を改正するものとなります。 

  附則。この条例は令和２年４月15日から施行するということで、これは引受けが４月14日

まで、実は今までの引受けがございます。それが終了次第、15日から施行するということで

よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第15、議案第25号 八丈町家畜診療等手

数料条例の一部を改正する条例は、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第16、議案第26号 東京都市町村公平委員会を共同設置

する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変更についてを上

程いたします。 

  説明、総務課長。 
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○総務課長（奥山 拓君） 書類番号の15をお願いいたします。 

  議案第26号 東京都市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都

市町村公平委員会共同設置規約の変更について。 

  地方自治法第252条の７第２項の規定に基づき、東京都市町村公平委員会を共同設置する

地方公共団体の数を減少させ、東京都市町村公平委員会共同設置規約を次のとおり変更する。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。福生病院組合より、令和２年４月１日をもって地方公営企業法に規定する企業団へ

移行することに伴い、東京都市町村公平委員会の共同設置から脱退したい旨の申請があった

ため、東京都市町村公平委員会共同設置規約を変更する必要があるので、地方自治法第252

条の７第３項の規定により準用する同法第252条の２の２第３項の規定に基づき本案を提出

する。 

  次のページをお願いいたします。 

  東京都市町村公平委員会共同設置規約の一部を改正する規約ということで、今回、先ほど

も説明のところにございましたが、福生病院が移行することに伴いまして、名称は、多摩ニ

ュータウン環境組合福生病院組合だったものが、多摩ニュータウン環境組合に改まるという

ものでございますので、よろしくお願いいたします。 

  附則。この規約は東京都知事へ届出の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

  以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 説明は終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

  ５番。 

○５番（沖山恵子君） すみません、東京都市町村公平委員会というのはどのような組織で、

どのような役割なのか、教えてください。 

○議長（奥山幸子君） 総務課長。 

○総務課長（奥山 拓君） これは、15万人以下の自治体が加入しております共同設置の委員

会でございます。今現在、12市５町８村14の一部事務組合が加入しております。そこでは、

職員の給与、勤務時間、その他いろいろ条件などの要求を審査しまして、必要な措置を取っ

たり、職員に対する不利益な処分等の不服などを決定する、そういう内容を扱っている共同

体の委員会でございます。 
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○議長（奥山幸子君） いいですか。５番、よろしいですか。 

○５番（沖山恵子君） はい、職員のための委員会ですね。分かりました。 

○議長（奥山幸子君） ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第16、議案第26号 東京都市町村公平委

員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び東京都市町村公平委員会共同設置規約の変

更については、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続いて、日程第17、議案第27号 東京都市町村職員退職手当組合規約

の変更についてを上程いたします。 

  説明、総務課長。 

○総務課長（奥山 拓君） それでは、次のページをお願いします。 

  議案第27号 東京都市町村職員退職手当組合規約の変更について。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、東京都市町村職員退職手当組合規約を次のよう

に変更する。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。福生病院組合が令和２年４月１日をもって名称を変更することに伴い、改正を行う

必要があることから、地方自治法第290条の規定に基づき本案を提出する。 

  次のページをお願いいたします。 

  東京都市町村職員退職手当組合規定の一部を改正する規約ということで、こちらも先ほど



－２３２－ 

と同様に、福生病院組合を、名称が福生病院企業団に改めるというものでございますので、

お願いいたします。 

  附則。この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、令和２年４月１日から適用

する。 

  以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第17、議案第27号 東京都市町村職員退

職手当組合規約の変更については、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎議案第２８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（奥山幸子君） 続きまして、日程第18、議案第28号 東京都市町村議会議員公務災害

補償等組合規約の変更についてを上程いたします。 

  説明、総務課長。 

○総務課長（奥山 拓君） その次になります。 

  議案第28号 東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約

を次のように変更する。 

  上記議案を提出する。 

  令和２年３月４日、提出者、八丈町長、山下奉也。 

  説明。福生病院組合が令和２年４月１日をもって名称を変更することに伴い、改正を行う
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必要があることから、地方自治法第290条の規定に基づき本案を提出する。 

  次のページをお願いいたします。 

  東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規則の一部を改正する規約ということで、こち

らも福生病院組合の名称が福生病院企業団に変わるというものでございますので、よろしく

お願いいたします。 

  附則。この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、令和２年４月１日から適用

する。 

  以上でございます。 

○議長（奥山幸子君） 説明が終わりました。 

  質疑をお受けいたします。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） 討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  本案の原案可決にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（奥山幸子君） ご異議ないものと認め、日程第18、議案第28号 東京都市町村議会議

員公務災害補償等組合規約の変更については、原案どおり可決いたしました。 

───────────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（奥山幸子君） 以上をもちまして、本日付議された議案は全て終了いたしました。 

  令和２年第一回八丈町議会定例会第３日目を散会いたします。 

  次の会議は、３月30日月曜日午前９時より開議いたします。 

（午後 １時５８分） 
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